
   

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。 

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日 

広
島
県
知
事 

横 
 

田 
 

美 
 

香 
 

広
島
県
条
例
第
十
五
号 

広
島
県
税
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例 

（
広
島
県
税
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
一
条 

広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

（
県
税
事
務
所
の
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任 

） 

第
六
条 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

  

十
二 

法
第
百
五
十
八
条
第
三
項
及
び
法
第
百
五
十

九
条
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
自
動
車
税
の
賦
徴

収
に
関
す
る
こ
と
。 

十
三 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
又
は
国
際
連
合
の

軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る

自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四―

十
六 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
人
の
県
民
税
、
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び

自
動
車
税
に
係
る
法
第
二
十
条
の
十
の
証
明
書
の
交

付
請
求
が
納
税
地
を
管
轄
し
な
い
他
の
県
税
事
務
所

の
長
に
対
し
て
行
わ
れ
た
場
合
並
び
に
ゴ
ル
フ
場
利

用
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
係
る
同
項
の
証
明
書
の
交

付
請
求
が
前
項
に
規
定
す
る
県
税
事
務
所
長
以
外
の

県
税
事
務
所
の
長
に
対
し
て
行
わ
れ
た
場
合
に
は
、

前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
県
税
事
務
所 

の
長
は
、
当
該
証
明
書
の
交
付
を
行
う
も
の
と
す
る
。 

 

４―

６ 

（
略
） 

 

（
納
税
地
） 

第
七
条 

（
略
） 

一―

四 

（
略
） 

五 

自
動
車
税 

自
動
車
の
所
有
者
（
法
第
百
四
十

六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
に
自
動
車
税

を
課
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て
は
使
用
者
と
し
、
法

第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
買
主
を
所

有
者
と
み
な
す
自
動
車
に
あ
つ
て
は
当
該
買
主
と

（
県
税
事
務
所
の
長
に
対
す
る
知
事
の
権
限
の
委
任 

 

） 

第
六
条 

（
略
） 

一―

十
一 

（
略
） 

十
二 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
に
関 

す
る
こ
と
。 

 

十
三 

法
第
百
七
十
七
条
の
十
一
第
三
項
及
び
法
第

百
七
十
七
条
の
十
二
の
規
定
に
よ
り
徴
収
す
る
自

動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

十
四 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
又
は
国
際
連
合
の

軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
こ
と
。 

十
五―

十
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

法
人
の
県
民
税
、
事
業
税
、
不
動
産
取
得
税
及
び

自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
法
第
二
十
条
の
十
の
証

明
書
の
交
付
請
求
が
納
税
地
を
管
轄
し
な
い
他
の
県

税
事
務
所
の
長
に
対
し
て
行
わ
れ
た
場
合
並
び
に
ゴ

ル
フ
場
利
用
税
及
び
軽
油
引
取
税
に
係
る
同
項
の
証

明
書
の
交
付
請
求
が
前
項
に
規
定
す
る
県
税
事
務
所

長
以
外
の
県
税
事
務
所
の
長
に
対
し
て
行
わ
れ
た
場

合
に
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
県

税
事
務
所
の
長
は
、
当
該
証
明
書
の
交
付
を
行
う
も

の
と
す
る
。 

４―

６ 

（
略
） 

 

（
納
税
地
） 

第
七
条 

（
略
） 

 

一―

四 

（
略
） 

 

五 

自
動
車
税
の
種
別
割 

自
動
車
の
所
有
者
（
法

第
百
四
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
使
用
者
に

自
動
車
税
の
種
別
割
を
課
す
る
自
動
車
に
あ
つ
て

は
使
用
者
と
し
、
法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
買
主
を
自
動
車
の
取
得
者
及
び
所
有
者 



す
る
。
）
の
住
所
所
在
地
。
た
だ
し
、
当
該
住
所

が
県
外
に
あ
る
場
合
は
、
自
動
車
の
定
置
場
の
所

在
地 

六
・
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
申
告
書
、
届
出
書
等
の
提
出
） 

第
十
条 

法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に

提
出
す
べ
き
徴
収
金
に
係
る
申
告
書
、
届
出
書
そ
の

他
の
書
類
（
県
た
ば
こ
税
、
証
紙
徴
収
す
る
自
動
車

税
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
又
は
国
際
連
合
の
軍

隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動

車
税
及
び
鉱
区
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の

条
に
お
い
て
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に

定
め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
納
税
地
を
管
轄
す
る
県

税
事
務
所
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た

だ
し
、
規
則
で
定
め
る
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の

限
り
で
な
い
。 

 

２ 

（
略
） 

 

（
手
数
料
の
減
免
等
） 

第
二
十
八
条 

（
略
） 

一 

第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
に
係

る
証
明
書 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
） 

第
三
十
八
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

当
該
納
税
義
務
者
が
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
当

該
納
税
義
務
者
に
係
る
前
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

金
額
と
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に

係
る
所
得
税
法
第
八
十
六
条
第
二
項
に
規
定
す
る

基
礎
控
除
の
額
（
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条

の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合

に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら
四
十
八
万
円
を

控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し
て
得
た
額
が
零

を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
と
の
合
計

額
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
人
的
控
除
差

調
整
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
が
零
以 

上
で
あ
る
と
き 

当
該
控
除
後
の
金
額
に
つ
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
応
じ
、 

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合 

（
略
） 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
不
動
産
取
得
税
の
免
税
点
） 

第
五
十
八
条
の
二 

不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な 

る
べ
き
額
が
、
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
十
六
万
円
、 

家
屋
の
取
得
の
う
ち
建
築
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は

と
み
な
す
自
動
車
に
あ
つ
て
は
当
該
買
主
と
す
る
。 

）
の
住
所
所
在
地
。
た
だ
し
、
当
該
住
所
が
県
外 

に
あ
る
場
合
は
、
自
動
車
の
定
置
場
の
所
在
地 

 

六
・
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
申
告
書
、
届
出
書
等
の
提
出
） 

第
十
条 

法
令
又
は
こ
の
条
例
の
規
定
に
よ
り
知
事
に

提
出
す
べ
き
徴
収
金
に
係
る
申
告
書
、
届
出
書
そ
の

他
の
書
類
（
県
た
ば
こ
税
、
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
、
証
紙
徴
収
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
、
合
衆
国

軍
隊
の
構
成
員
等
又
は
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員

等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別

割
及
び
鉱
区
税
に
係
る
も
の
を
除
く
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
書
類
等
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
に
定

め
る
も
の
を
除
く
ほ
か
、
納
税
地
を
管
轄
す
る
県
税

事
務
所
の
長
を
経
由
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
た
だ

し
、
規
則
で
定
め
る
書
類
等
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限

り
で
な
い
。 

２ 
（
略
） 

 

（
手
数
料
の
減
免
等
） 

第
二
十
八
条 
（
略
） 

 

一 

第
百
二
十
二
条
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
種

別
割
に
係
る
証
明
書 

 

二
・
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
） 

第
三
十
八
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

当
該
納
税
義
務
者
が
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規

定
す
る
課
税
総
所
得
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
い
う
。
）
を
有
す
る

場
合
に
お
い
て
、
当
該
課
税
総
所
得
金
額
か
ら
当

該
納
税
義
務
者
に
係
る
前
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
人
的
控
除
差
調

整
額
」
と
い
う
。
）
を
控
除
し
た
金
額
が
零
以
上

で
あ
る
と
き 

当
該
控
除
後
の
金
額
に
つ
い
て
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
金
額
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合 

       

（
略
） 

 

二
・
三 

（
略
） 

 

（
不
動
産
取
得
税
の
免
税
点
） 

第
五
十
八
条
の
二 

不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
と
な 

る
べ
き
額
が
、
土
地
の
取
得
に
あ
つ
て
は
十
万
円
、 

家
屋
の
取
得
の
う
ち
建
築
に
係
る
も
の
に
あ
つ
て
は



一
戸
（
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
多
数
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
に
あ
つ
て

は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ

れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同

じ
。
）
に
つ
き
六
十
六
万
円
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ

つ
て
は
一
戸
に
つ
き
三
十
四
万
円
に
満
た
な
い
場
合

に
お
い
て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
百
十
三
条 

自
動
車
税
は
、
自
動
車
（
法
第
百
四
十

五
条
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ
の
節
に 

お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
そ
の
所
有
者
に
課
す
る
。 

           

２ 

自
動
車
の
所
有
者
が
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い 

者
で
あ
る
場
合
に
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
自
動
車
税
を
課
す
る
。
た

だ
し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
つ

い
て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
） 

第
百
十
三
条
の
二 

自
動
車
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売

主
が
当
該
自
動
車
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合

に
は
、
買
主
を
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
自

動
車
税
を
課
す
る
。 

   

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る 

自
動
車
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、 

新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な 

し
て
、
自
動
車
税
を
課
す
る
。 

            

一
戸
（
共
同
住
宅
、
寄
宿
舎
そ
の
他
こ
れ
ら
に
類
す

る
多
数
の
人
の
居
住
の
用
に
供
す
る
住
宅
に
あ
つ
て

は
、
居
住
の
用
に
供
す
る
た
め
に
独
立
的
に
区
画
さ 

れ
た
一
の
部
分
を
い
う
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。 

）
に
つ
き
二
十
三
万
円
、
そ
の
他
の
も
の
に
あ
つ
て

は
一
戸
に
つ
き
十
二
万
円
に
満
た
な
い
場
合
に
お
い

て
は
、
不
動
産
取
得
税
を
課
さ
な
い
。 

２ 

（
略
） 

 

（
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
等
） 

第
百
十
三
条 

自
動
車
税
は
、
自
動
車
（
法
第
百
四
十

五
条
第
三
号
に
規
定
す
る
自
動
車
を
い
う
。
以
下
こ

の
節
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
対
し
、
当
該
自
動
車
の

取
得
者
に
環
境
性
能
割
に
よ
つ
て
、
当
該
自
動
車
の

所
有
者
に
種
別
割
に
よ
つ
て
課
す
る
。 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
に
は
、
製
造

に
よ
り
自
動
車
を
取
得
し
た
自
動
車
製
造
業
者
、
販

売
の
た
め
に
自
動
車
を
取
得
し
た
自
動
車
販
売
業
者

そ
の
他
運
行
（
道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年

法
律
第
百
八
十
五
号
）
第
二
条
第
五
項
に
規
定
す
る

運
行
を
い
う
。
次
条
第
三
項
及
び
第
四
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
以
外
の
目
的
に
供
す
る
た
め
に
自
動
車
を

取
得
し
た
者
と
し
て
令
第
四
十
四
条
の
二
に
規
定
す

る
も
の
を
含
ま
な
い
も
の
と
す
る
。 

３ 

自
動
車
の
所
有
者
が
法
第
百
四
十
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
種
別
割
を
課
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
者 

で
あ
る
場
合
に
は
、
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、 

当
該
自
動
車
の
使
用
者
に
種
別
割
を
課
す
る
。
た
だ

し
、
公
用
又
は
公
共
の
用
に
供
す
る
自
動
車
に
つ
い

て
は
、
こ
の
限
り
で
は
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
の
み
な
す
課
税
） 

第
百
十
三
条
の
二 

自
動
車
の
売
買
契
約
に
お
い
て
売

主
が
当
該
自
動
車
の
所
有
権
を
留
保
し
て
い
る
場
合

に
は
、
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、
買
主

を
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
取
得
者
（
以 

下
こ
の
節
に
お
い
て
「
自
動
車
の
取
得
者
」
と
い
う
。 

）
及
び
自
動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
自
動
車
税 

を
課
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
に
係
る 

自
動
車
に
つ
い
て
、
買
主
の
変
更
が
あ
つ
た
と
き
は
、 

新
た
に
買
主
と
な
る
者
を
自
動
車
の
取
得
者
及
び
自 

動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
自
動
車
税
を
課
す
る
。 

３ 

自
動
車
製
造
業
者
、
自
動
車
販
売
業
者
又
は
令
第

四
十
四
条
の
二
に
規
定
す
る
自
動
車
を
取
得
し
た
者 

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
販
売
業
者
等
」
と
い
う
。 

）
が
、
そ
の
製
造
に
よ
り
取
得
し
た
自
動
車
又
は
そ

の
販
売
の
た
め
そ
の
他
運
行
以
外
の
目
的
に
供
す
る

た
め
取
得
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
、
当
該
販
売
業
者

等
が
、
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す

る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
節
に
お
い
て
「
新
規
登
録

」
と
い
う
。
）
を
受
け
た
場
合
（
当
該
新
規
登
録
前

に
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
売
買
契
約
の
締

結
が
行
わ
れ
た
場
合
を
除
く
。
）
に
は
、
当
該
販
売

業
者
等
を
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性



       

（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
） 

第
百
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、 

自
動
車
税
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
自
動 

車
に
あ
つ
て
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限 

る
。 

一―

三 

（
略
） 

  

第
百
十
四
条 

削
除 

                                      

能
割
を
課
す
る
。 

４ 

法
の
施
行
地
外
で
自
動
車
を
取
得
し
た
者
が
、
当

該
自
動
車
を
県
内
に
持
ち
込
ん
で
運
行
の
用
に
供
し

た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
を
運
行
の
用
に
供
す
る

者
を
自
動
車
の
取
得
者
と
み
な
し
て
、
環
境
性
能
割

を
課
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
課
税
免
除
） 

第
百
十
三
条
の
三 

（
略
） 

２ 

次
の
各
号
の
一
に
該
当
す
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、 

種
別
割
を
課
さ
な
い
。
た
だ
し
、
第
三
号
の
自
動
車 

に
あ
つ
て
は
、
知
事
の
承
認
を
受
け
た
も
の
に
限
る
。 

 
 

一―

三 

（
略
） 

 

（
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
） 

第
百
十
四
条 

環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
は
、
自
動
車

の
取
得
の
た
め
に
通
常
要
す
る
価
額
と
し
て
地
方
税

法
施
行
規
則
第
九
条
の
三
の
規
定
に
よ
り
算
定
し
た

金
額
（
第
百
十
四
条
の
三
に
お
い
て
「
通
常
の
取
得

価
額
」
と
い
う
。
）
と
す
る
。 

 

（
環
境
性
能
割
の
税
率
） 

第
百
十
四
条
の
二 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
（
同
条
第
二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
に

お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
次
項
及
び
第
三
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の

を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の
税
率

は
、
百
分
の
一
と
す
る
。 

 

一 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を 

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、 

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動

車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
一
号
に
お

い
て
同
じ
。
） 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に 

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上

又
は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の

技
術
基
準
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
排

出
ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
地
方

税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
九
項
に
規

定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」

と
い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸

化
物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン

軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の

値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め



                                                       

ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法

施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す

る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成

十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
」
と
い

う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物

の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中

量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化

石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換
等
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四
十
九
号
）
第
百

五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
が
同
法

第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定
め

ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業

者
等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘

案
し
て
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
に
規
定

す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」

と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二
年
度
以
降

の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
八
十
を

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
三
項
に
規
定

す
る
も
の 



                                                       

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
四
項
に
規
定

す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ホ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ

ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
五
項
に

規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
四
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
令
和
四
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
五
を
乗

じ
て
得
た
数
値
（
車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト

ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
に
あ
つ
て
は
、
令
和
四

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
）
以
上
で



                                                       

あ
る
こ
と
。 

ヘ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
四
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

二 

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車
（
液
化
石
油
ガ

ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を

い
い
、
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ

る
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
二

号
に
お
い
て
同
じ
。
） 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法

施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
十
七
項
に
規
定

す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平

成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽

中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値

の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日
以

降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法

施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
十
八
項
に
規
定

す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平

成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化

物
の
排
出
量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽

中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値

の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に



                                                       

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関

の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
法
第
百

四
十
九
条
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
該

当
す
る
も
の
を
除
く
。
次
項
第
三
号
に
お
い
て
同

じ
。
） 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に

適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た

排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則

第
九
条
の
二
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽

油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
又
は
道
路

運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
二
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
（
以

下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
軽
油

軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す
る

こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平

成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
八
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



                                                       

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
一
項
に
規

定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 


 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に

適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油

軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及

び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え

な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
二
項
に
規

定
す
る
も
の 

⑴ 
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
を

乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ホ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
四
第
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 

 
 
 
 

 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 


 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に

適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子

状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油

軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及

び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え

な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ヘ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
四
第
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ト 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス

又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の

四
第
十
五
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 



                                                       


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
八
年
十
月
一
日

（
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
七

・
五
ト
ン
以
下
の
も
の
に
あ
つ
て
は
、
平

成
三
十
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ

ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
二
第
二
十
九
項
に
規
定
す
る
も
の
（

以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
八
年

軽
油
重
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合

す
る
こ
と
。 


 

道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日

（
車
両
総
重
量
が
十
二
ト
ン
以
下
の
も
の

に
あ
つ
て
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日

）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方

税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
三
十
項
に

規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化

物
及
び
粒
子
状
物
質
の
排
出
量
が
平
成
二

十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素

酸
化
物
及
び
粒
子
状
物
質
の
値
の
十
分
の

九
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
七
年
度
以
降
の

各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
（
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項

及
び
前
項
（
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準

用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る

も
の
を
除
く
。
）
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の

税
率
は
、
百
分
の
二
と
す
る
。 

一 

次
に
掲
げ
る
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
十
六
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 



                                                       

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
十
七
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
八
項
に
規

定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ

ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の

で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
十
九
項

に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準 

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出 

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基 

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の 

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



                                                       

ホ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
四
第
二
十
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

三
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五 

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

 
二 

次
に
掲
げ
る
石
油
ガ
ス
自
動
車 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
二
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十 

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
二
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 


 

平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準

に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出

量
が
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基

準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の

一
を
超
え
な
い
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 



                                                       

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

三 

次
に
掲
げ
る
軽
油
自
動
車 

イ 

営
業
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
二
十
三
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平

成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ロ 

自
家
用
の
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に

も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九

条
の
四
第
二
十
四
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
又
は
平

成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適
合
す

る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十

五
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

⑶ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ハ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
以
下
の
バ
ス
の

う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
四
第
二
十
五
項
に

規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適 

合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
二
年
度
基 

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ニ 

車
両
総
重
量
が
二
・
五
ト
ン
を
超
え
三
・
五

ト
ン
以
下
の
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ

に
も
該
当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
四
第
二
十
六
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
四
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

ホ 

車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る
バ
ス

又
は
ト
ラ
ッ
ク
の
う
ち
、
次
の
い
ず
れ
に
も
該

当
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の

四
第
二
十
七
項
に
規
定
す
る
も
の 

⑴ 

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
こ
と
。 


 

平
成
二
十
八
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適

合
す
る
こ
と
。 


 

平
成
二
十
一
年
軽
油
重
量
車
基
準
に
適

合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
及
び
粒
子
状

物
質
の
排
出
量
が
平
成
二
十
一
年
軽
油
重

量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
及
び
粒

子
状
物
質
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い

こ
と
。 



                                                       

⑵ 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
七
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
五

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
及
び
前
二
項
（
こ
れ
ら

の
規
定
を
次
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い
て
準
用
す

る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
動

車
以
外
の
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の

税
率
は
、
百
分
の
三
と
す
る
。 

４ 

第
一
項
（
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ホ
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
及
び
第
二
項
（
第
一
号
イ
、
ロ
及
び
ニ
に

係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
第
百
四
十
九

条
第
二
項
に
規
定
す
る
平
成
二
十
二
年
度
基
準
エ
ネ 

ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自
動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。 

こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規

定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同

表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る
も
の
と
す

る
。 

第
一
項
第

一
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
以
降
の
各

年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め

ら
れ
た
も
の

（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て

「
令
和
十
二

年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
」
と

い
う
。
）
に

百
分
の
八
十 

平
成
二
十
二
年
度

以
降
の
各
年
度
に

お
い
て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の
と
し

て
定
め
ら
れ
た
も

の
（
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「
平
成

二
十
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。

）
に
百
分
の
百
七

十
三 

第
一
項
第

一
号
イ
⑶ 

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率
で
あ
つ
て

令
和
二
年
度

以
降
の
各
年

度
に
お
い
て

適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
（

以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「

令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効 

率
」
と
い
う
。 

） 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値 

第
一
項
第

一
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十
五 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
八
十
四 



                                                       

第
一
項
第

一
号
ロ
⑶ 

令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値 

第
一
項
第

一
号
ホ
⑵ 

令
和
四
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率
） 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
五
を
乗

じ
て
得
た
数
値
） 

第
二
項
第

一
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
一 

第
二
項
第

一
号
イ
⑶ 

令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値 

第
二
項
第

一
号
ロ
⑵ 
令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十
五 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
六
十
二 

第
二
項
第

一
号
ロ
⑶ 

令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
数
値 

第
二
項
第

一
号
ニ
⑵ 

令
和
四
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率
に
百
分
の

九
十
五 

平
成
二
十
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
に
百
分

の
百
四
十
七 

５ 

第
一
項
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第

三
号
イ
及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及
び
第
二

項
（
第
一
号
イ
及
び
ロ
、
第
二
号
並
び
に
第
三
号
イ

及
び
ロ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定
は
、
法
第

百
四
十
九
条
第
三
項
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
等
算
定
自
動
車
に
つ
い
て
準

用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
次
の
表
の
上
欄
に

掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
に
読
み
替
え
る

も
の
と
す
る
。 

第
一
項
第

一
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
以
降
の
各

年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ

る
べ
き
も
の

と
し
て
定
め

ら
れ
た
も
の 

令
和
二
年
度
以
降

の
各
年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定

め
ら
れ
た
も
の
（

以
下
こ
の
条
に
お

い
て
「
令
和
二
年 



                                                       

 

（
以
下
こ
の

条
に
お
い
て

「
令
和
十
二

年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
」
と

い
う
。
）
に

百
分
の
八
十 

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ

ー
消
費
効
率
」
と

い
う
。
）
に
百
分

の
百
十
六 

第
一
項
第

一
号
イ
⑶ 

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効

率
で
あ
つ
て

令
和
二
年
度

以
降
の
各
年

度
に
お
い
て

適
用
さ
れ
る

べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
（

以
下
こ
の
条

に
お
い
て
「

令
和
二
年
度

基
準
エ
ネ
ル

ギ
ー
消
費
効 

率
」
と
い
う
。 

） 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率 

 

第
一
項
第

一
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

二
十
三 

第
一
項
第

二
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

十
六 

第
一
項
第

二
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

二
十
三 

第
一
項
第

三
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

十
六 

第
一
項
第

三
号
ロ
⑵ 

 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
八
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

二
十
三 

第
二
項
第

一
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費 



                                                       

 

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十 

効
率
に
百
分
の
百

二 

第
二
項
第

一
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

九 

第
二
項
第

二
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

二 

第
二
項
第

二
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

九 

第
二
項
第

三
号
イ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

二 

第
二
項
第

三
号
ロ
⑵ 

令
和
十
二
年

度
基
準
エ
ネ

ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分

の
七
十
五 

令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
百

九 

６ 

第
一
項
（
第
三
号
ト
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
及

び
第
二
項
（
第
三
号
ホ
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の

規
定
は
、
法
第
百
四
十
九
条
第
四
項
に
規
定
す
る
平

成
二
十
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
算
定
自

動
車
に
つ
い
て
準
用
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

第
一
項
第
三
号
ト
⑵
中
「
令
和
七
年
度
以
降
の
各
年

度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
令
和
七
年
度

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
」
と
あ

る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
以
降
の
各
年
度
に
お
い

て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の

（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
七
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）
に
百
分
の
百

十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
」
と
、
第
二
項
第
三
号
ホ
⑵

中
「
令
和
七
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百

分
の
九
十
五
」
と
あ
る
の
は
「
平
成
二
十
七
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
百
五
」
と
読
み

替
え
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
環
境
性
能
割
の
免
税
点
） 

第
百
十
四
条
の
三 

通
常
の
取
得
価
額
が
五
十
万
円
以

下
で
あ
る
自
動
車
に
対
し
て
は
、
環
境
性
能
割
を
課

さ
な
い
。 

 

（
環
境
性
能
割
の
徴
収
の
方
法
） 



                                                       

第
百
十
四
条
の
四 

環
境
性
能
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、

申
告
納
付
の
方
法
に
よ
る
。 

 

（
環
境
性
能
割
の
申
告
納
付
） 

第
百
十
四
条
の
五 

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
区
分
に
応
じ
、
当
該

各
号
に
定
め
る
時
又
は
日
ま
で
に
、
地
方
税
法
施
行

規
則
第
九
条
の
五
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
を

知
事
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
申
告
に
係
る
環

境
性
能
割
額
を
納
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一 

新
規
登
録
を
受
け
る
自
動
車 

当
該
新
規
登
録

の
時 

二 

道
路
運
送
車
両
法
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
移
転
登
録
（
以
下
こ
の
号
並
び
に
第
百
二
十

条
第
一
項
及
び
第
二
項
に
お
い
て
「
移
転
登
録
」

と
い
う
。
）
を
受
け
る
べ
き
自
動
車 

当
該
移
転

登
録
を
受
け
る
べ
き
事
由
が
あ
つ
た
日
か
ら
十
五

日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日
前
に
当
該
移
転
登
録

を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
移
転
登
録
の
時
） 

三 

前
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
、

道
路
運
送
車
両
法
第
六
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
自
動
車
検
査
証
の
変
更
記
録
を
受
け
る
べ
き

自
動
車 
当
該
変
更
記
録
を
受
け
る
べ
き
事
由
が

あ
つ
た
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る
日
（
そ
の
日

前
に
当
該
変
更
記
録
を
受
け
た
と
き
は
、
当
該
変

更
記
録
の
時
） 

四 

前
三
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車 

当

該
自
動
車
の
取
得
の
日
か
ら
十
五
日
を
経
過
す
る

日 

２ 

自
動
車
の
取
得
者
（
環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者

を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
は
、
前

項
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め

る
時
又
は
日
ま
で
に
、
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条

の
五
で
定
め
る
様
式
に
よ
り
、
当
該
自
動
車
の
取
得

者
が
取
得
し
た
自
動
車
に
つ
い
て
必
要
な
事
項
を
記

載
し
た
報
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
。 

３ 

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
は
、
第
一
項
又
は
法

第
百
六
十
一
条
の
規
定
に
よ
り
環
境
性
能
割
額
を
納

付
す
る
場
合
（
法
第
百
七
十
条
の
規
定
に
よ
り
当
該

環
境
性
能
割
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
納
付
す
る
場
合

を
含
む
。
）
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

又
は
修
正
申
告
書
に
知
事
が
指
定
す
る
取
扱
人
が
取

り
扱
う
証
紙
代
金
収
納
計
器
（
以
下
「
収
納
計
器
」

と
い
う
。
）
に
よ
り
当
該
環
境
性
能
割
額
（
当
該
環

境
性
能
割
額
に
係
る
延
滞
金
額
を
含
む
。
以
下
こ
の

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
相
当
す
る
金
額
の
収
納
印

の
表
示
を
受
け
て
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
知
事
が
特
に
必
要
が
あ
る
と
認
め
た

と
き
は
、
当
該
環
境
性
能
割
額
に
相
当
す
る
現
金
を

納
付
し
て
当
該
申
告
書
又
は
修
正
申
告
書
に
納
税
済

印
の
押
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
収
納
印
の
表

示
に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
環
境
性
能
割
の
納

税
義
務
者
が
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推



                                                  

（
自
動
車
税
の
税
率
） 

第
百
十
五
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
て

課
す
る
自
動
車
税
の
税
率
は
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ

れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一―

五 

（
略
） 

進
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十

一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定

す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
道
路
運
送
車

両
法
第
七
条
又
は
第
十
三
条
の
規
定
に
よ
る
登
録
の

申
請
を
行
い
、
併
せ
て
広
島
県
行
政
手
続
等
に
お
け

る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
六
年
広
島
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第
三
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書
の
提

出
を
行
う
場
合
に
は
、
当
該
納
税
義
務
者
は
、
当
該

登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
登
録
の
申
請
に
係

る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
を
知
事
か

ら
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
に
よ
り
納

付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

５ 

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性
能
割
額
の
納
付
に 

係
る
収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、 

規
則
で
定
め
る
。 

 

（
環
境
性
能
割
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
） 

第
百
十
四
条
の
六 

環
境
性
能
割
の
納
税
義
務
者
が
前

条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事
項

に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報
告

を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
十
万

円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２ 

前
項
の
過
料
の
額
は
、
情
状
に
よ
り
、
知
事
が
定

め
る
。 

３ 

第
一
項
の
過
料
を
徴
収
す
る
場
合
に
お
い
て
発
す

る
納
入
通
知
書
に
指
定
す
べ
き
納
期
限
は
、
そ
の
発

付
の
日
か
ら
十
日
以
内
と
す
る
。 

 

（
譲
渡
担
保
財
産
に
対
し
て
課
す
る
環
境
性
能
割
の 

徴
収
猶
予
の
手
続
等
） 

第
百
十
四
条
の
七 

法
第
百
六
十
四
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
り
、
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
べ
き

旨
の
申
告
を
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定
め
る

様
式
に
よ
る
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。 

２ 

法
第
百
六
十
四
条
第
六
項
の
規
定
に
よ
る
環
境
性

能
割
に
係
る
徴
収
金
の
還
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
の
返
還
が
あ
つ
た
場
合
の
環
境
性
能
割
の 

還
付
又
は
納
税
義
務
の
免
除
の
申
請
手
続
） 

第
百
十
四
条
の
八 

法
第
百
六
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
納
税
義
務
の
免
除
又
は
同
条
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
還
付
を
申
請
し
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で

定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
種
別
割
の
税
率
） 

第
百
十
五
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
て

課
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ
れ

ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一―

五 

（
略
） 



２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
最
大
乗
車

定
員
が
四
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
税
の
税
率
は
、
同
項
（
同
号
に
係
る
部
分
に
限

る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
号
に
定
め
る
額

に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る

額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
百
十
六
条 

法
第
百
五
十
四
条
第
三
項
に
規
定
す
る

自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
税
率
は
、
前
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
税
率
に
、
令

第
四
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
た
も
の

と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
賦
課
期
日
） 

第
百
十
七
条 

自
動
車
税
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日

と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
納
期
） 

第
百
十
八
条 

自
動
車
税
の
納
期
は
、
五
月
十
五
日
か

ら
同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
賦
課
期

日
後
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
特
別
の

事
情
が
あ
る
場
合
の
普
通
徴
収
に
係
る
自
動
車
税
の

納
期
は
、
納
税
通
知
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
） 

第
百
十
九
条 

自
動
車
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通

徴
収
の
方
法
に
よ
る
。 

２ 

道
路
運
送
車
両
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八

十
五
号
）
第
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
新
規
登
録
（

次
項
、
次
条
及
び
第
百
二
十
条
に
お
い
て
「
新
規
登

録
」
と
い
う
。
）
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車
に
つ
い

て
法
第
百
五
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る

自
動
車
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
七
条
に
規

定
す
る
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納

税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て

徴
収
す
る
自
動
車
税
の
納
税
者
は
、
新
規
登
録
の
申

請
を
し
た
と
き
に
、
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
提

出
す
べ
き
申
告
書
に
収
納
計
器
に
よ
り
法
第
百
五
十

七
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
自
動
車
税

の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
収
納
印
の
表
示
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
税
金
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
自
動
車
税
の
額
に

相
当
す
る
現
金
を
納
付
し
て
当
該
申
告
書
に
納
税
済

印
の
押
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
収
納
印
の
表
示

に
代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
自
動
車
税
の
払
込
み
に
係
る

収
納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規

則
で
定
め
る
。 

５ 

第
三
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
こ
と
に
よ

り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
自
動
車
税
を
証
紙
徴
収

２ 

前
項
第
二
号
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
最
大
乗
車

定
員
が
四
人
以
上
で
あ
る
も
の
に
対
し
て
課
す
る
種

別
割
の
税
率
は
、
同
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同

号
に
定
め
る
額
に
、
次
の
各
号
の
区
分
に
応
じ
当
該

各
号
に
定
め
る
額
を
、
そ
れ
ぞ
れ
加
算
し
た
額
と
す

る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

（
種
別
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
百
十
六
条 

法
第
百
七
十
七
条
の
七
第
三
項
に
規
定

す
る
自
動
車
に
対
す
る
種
別
割
の
税
率
は
、
前
条
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
条
に
規
定
す
る
税
率
に
、

令
第
四
十
四
条
の
十
一
に
規
定
す
る
割
合
を
乗
じ
た

も
の
と
す
る
。 

 

（
種
別
割
の
賦
課
期
日
） 

第
百
十
七
条 

種
別
割
の
賦
課
期
日
は
、
四
月
一
日
と

す
る
。 

 
（
種
別
割
の
納
期
） 

第
百
十
八
条 

種
別
割
の
納
期
は
、
五
月
十
五
日
か
ら

同
月
三
十
一
日
ま
で
と
す
る
。
た
だ
し
、
賦
課
期
日

後
に
納
税
義
務
が
発
生
し
た
場
合
そ
の
他
特
別
の
事

情
が
あ
る
場
合
の
普
通
徴
収
に
係
る
種
別
割
の
納
期

は
、
納
税
通
知
書
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。 

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
） 

第
百
十
九
条 

種
別
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴

収
の
方
法
に
よ
る
。 

２ 

新
規
登
録
の
申
請
が
あ
つ
た
自
動
車
に
つ
い
て
法

第
百
七
十
七
条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
課
す
る

種
別
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
第
百
十
七
条
に
規
定

す
る
賦
課
期
日
後
翌
年
二
月
末
日
ま
で
の
間
に
納
税

義
務
が
発
生
し
た
場
合
に
限
り
、
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
る
。 

   

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て

徴
収
す
る
種
別
割
の
納
税
者
は
、
新
規
登
録
の
申
請

を
し
た
と
き
に
、
第
百
二
十
条
の
規
定
に
よ
り
提
出

す
べ
き
申
告
書
に
収
納
計
器
に
よ
り
法
第
百
七
十
七

条
の
十
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
算
定
し
た
種
別
割

の
額
に
相
当
す
る
金
額
の
収
納
印
の
表
示
を
受
け
る

こ
と
に
よ
り
、
そ
の
税
金
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
知
事
が
特
に
必
要

が
あ
る
と
認
め
た
と
き
は
、
当
該
種
別
割
の
額
に
相

当
す
る
現
金
を
納
付
し
て
当
該
申
告
書
に
納
税
済
印

の
押
印
を
受
け
る
こ
と
に
よ
り
、
収
納
印
の
表
示
に

代
え
る
こ
と
が
で
き
る
。 

４ 

前
項
の
規
定
に
よ
る
種
別
割
の
払
込
み
に
係
る
収

納
計
器
の
取
扱
い
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
規
則

で
定
め
る
。 

５ 

第
三
項
の
申
告
書
の
提
出
が
な
か
つ
た
こ
と
に
よ

り
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
種
別
割
を
証
紙
徴
収
の



の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合

に
は
、
当
該
自
動
車
税
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通

徴
収
の
方
法
に
よ
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
） 

第
百
十
九
条
の
二 

自
動
車
税
の
納
税
者
が
情
報
通
信

技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
（

平
成
十
四
年
法
律
第
百
五
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組

織
を
使
用
し
て
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
の
規
定
に

よ
る
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
広
島
県
行
政
手

続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る

条
例
（
平
成
十
六
年
広
島
県
条
例
第
三
十
八
号
）
第

三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子

情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
又
は
法
第
七
百
四
十

七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
法
第
七
百
六
十
二

条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関
係
手
続
用
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、
地
方
税
共
同
機
構

を
経
由
し
て
、
次
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
申
告
書

の
提
出
を
行
う
と
き
は
、
前
条
第
二
項
か
ら
第
四
項

ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
納
税
者
が
当
該

新
規
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該
新
規
登
録
の

申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
を

知
事
か
ら
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方
法
に

よ
り
徴
収
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
） 

第
百
二
十
条 

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各

号
の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
実
が
発
生

し
た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
す
る

日
ま
で
（
十
五
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
規

登
録
、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定

す
る
変
更
登
録
又
は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定

す
る
移
転
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請

を
し
た
場
合
）
に
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二

で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

一―

四 

（
略
） 

五 

法
第
百
四
十
六
条
第
二
項
本
文
の
使
用
者
と
な

つ
た
と
き
又
は
そ
の
使
用
者
で
な
く
な
つ
た
と
き 

六 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
そ

の
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
新
規
登
録
、
道
路
運
送

車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
登
録
又

は
同
法
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
移
転
登
録
の

申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を
し
た
場
合
に
も

ま
た
、
前
項
の
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。 

３ 

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ

り
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
申
告
し

た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
例
に 

よ
り
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
の
売
主
の
報
告
義
務
） 

第
百
二
十
条
の
二 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定

方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
場
合
に

は
、
当
該
種
別
割
の
徴
収
に
つ
い
て
は
、
普
通
徴
収

の
方
法
に
よ
る
。 

 

（
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
の
特
例
） 

第
百
十
九
条
の
二 

種
別
割
の
納
税
者
が
情
報
通
信
技

術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
第
六

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項
に
規
定
す
る
電
子
情

報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
登
録
の
申
請
を
行
い
、
併
せ
て
広
島

県
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用

に
関
す
る
条
例
第
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
同
項

に
規
定
す
る
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
て
、
又

は
法
第
七
百
四
十
七
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

法
第
七
百
六
十
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る
地
方
税
関

係
手
続
用
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
し
、
か
つ
、

地
方
税
共
同
機
構
を
経
由
し
て
、
次
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
申
告
書
の
提
出
を
行
う
と
き
は
、
前
条
第

二
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当

該
納
税
者
が
当
該
登
録
の
申
請
を
し
た
際
に
、
当
該

登
録
の
申
請
に
係
る
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別

割
を
知
事
か
ら
得
た
納
付
情
報
に
よ
り
納
付
す
る
方

法
に
よ
り
徴
収
す
る
。 

   

（
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
関
す
る
申
告
） 

第
百
二
十
条 

種
別
割
の
納
税
義
務
者
は
、
次
の
各
号

の
一
に
該
当
す
る
場
合
に
は
、
当
該
事
実
が
発
生
し

た
日
の
翌
日
か
ら
起
算
し
て
十
五
日
を
経
過
す
る
日

ま
で
（
十
五
日
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に
新
規
登

録
、
道
路
運
送
車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す 

る
変
更
登
録
又
は
移
転
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、 

そ
の
申
請
を
し
た
場
合
）
に
地
方
税
法
施
行
規
則
第

九
条
の
十
七
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
告
書
を
知
事

に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

  

一―

四 

（
略
） 
 

五 

法
第
百
四
十
六
条
第
三
項
本
文
の
使
用
者
と
な

つ
た
と
き
又
は
そ
の
使
用
者
で
な
く
な
つ
た
と
き 

 

六 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
書
を
提
出
し
た
者
が
そ

の
申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
新
規
登
録
、
道
路
運
送

車
両
法
第
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
変
更
登
録
又

は
移
転
登
録
の
申
請
を
す
る
と
き
は
、
そ
の
申
請
を

し
た
場
合
に
も
ま
た
、
同
項
の
申
告
書
を
知
事
に
提

出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

３ 

種
別
割
の
納
税
義
務
者
が
前
二
項
の
規
定
に
よ
り

申
告
書
を
提
出
し
た
後
に
お
い
て
、
そ
の
申
告
し
た

事
項
に
異
動
を
生
じ
た
と
き
は
、
第
一
項
の
例
に
よ

り
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
の
売
主
の
報
告
義
務
） 

第
百
二
十
条
の
二 

法
第
百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定



す
る
自
動
車
の
売
主
は
、
知
事
か
ら
当
該
自
動
車
の

買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居

所
そ
の
他
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税

の
賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
報
告

書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
） 

第
百
二
十
一
条 

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
又
は
法
第

百
四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
売
主
が

前
二
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き

事
項
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
又
は

報
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
自
動
車
税
の
納
税
管
理
人
） 

第
百
二
十
一
条
の
二 

自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
は
、

県
内
に
住
所
、
居
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下

こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。

）
を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
納
税
に
関
す
る
一
切
の

事
項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
納
税
地
を
管
轄
す
る
県

税
事
務
所
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の

う
ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
、
こ
れ
を
定
め
る
必

要
を
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る

様
式
に
よ
る
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
。
納
税
管
理
人
を
変
更
し
た
場
合
そ
の
他
申

告
し
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、

ま
た
、
同
様
と
し
、
そ
の
提
出
期
限
は
、
当
該
変
更

又
は
異
動
の
日
か
ら
十
日
以
内
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

当
該
納
税
義
務
者
に
係
る
自
動
車
税
の
徴
収
の
確
保

に
支
障
が
生
じ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
承
認
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
取

り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す 

る
過
料
） 

第
百
二
十
一
条
の
三 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て

い
な
い
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者
（
同
条
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
承
認
又
は
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の

を
含
む
。
）
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す

べ
き
納
税
管
理
人
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く 

て
申
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、 

十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務 

の
免
除
の
申
告
手
続
） 

第
百
二
十
一
条
の
四 

法
第
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
自
動
車
税
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納

す
る
自
動
車
の
売
主
は
、
知
事
か
ら
当
該
自
動
車
の

買
主
の
住
所
又
は
居
所
が
不
明
で
あ
る
こ
と
を
理
由

と
し
て
請
求
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
規
則
で
定
め
る

と
こ
ろ
に
よ
り
当
該
自
動
車
の
買
主
の
住
所
又
は
居

所
そ
の
他
当
該
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
種
別
割
の

賦
課
徴
収
に
関
し
必
要
な
事
項
を
記
載
し
た
報
告
書

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
種
別
割
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る
過
料
） 

第
百
二
十
一
条 

種
別
割
の
納
税
義
務
者
又
は
法
第
百

四
十
七
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
の
売
主
が
前

二
条
の
規
定
に
よ
り
申
告
し
、
又
は
報
告
す
べ
き
事

項
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て
申
告
又
は
報

告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、
十

万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
種
別
割
の
納
税
管
理
人
） 

第
百
二
十
一
条
の
二 

種
別
割
の
納
税
義
務
者
は
、
県

内
に
住
所
、
居
所
、
事
務
所
又
は
事
業
所
（
以
下
こ

の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
住
所
等
」
と
い
う
。
）

を
有
し
な
い
場
合
に
は
、
納
税
に
関
す
る
一
切
の
事

項
を
処
理
さ
せ
る
た
め
、
納
税
地
を
管
轄
す
る
県
税

事
務
所
の
管
轄
区
域
内
に
住
所
等
を
有
す
る
者
の
う

ち
か
ら
納
税
管
理
人
を
定
め
、
こ
れ
を
定
め
る
必
要

を
生
じ
た
日
か
ら
十
日
以
内
に
、
規
則
で
定
め
る
様

式
に
よ
る
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
。
納
税
管
理
人
を
変
更
し
た
場
合
そ
の
他
申
告

し
た
事
項
に
異
動
を
生
じ
た
場
合
に
お
い
て
も
、
ま

た
、
同
様
と
し
、
そ
の
提
出
期
限
は
、
当
該
変
更
又

は
異
動
の
日
か
ら
十
日
以
内
と
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

４ 

知
事
は
、
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承
認
又
は
前
項

の
規
定
に
よ
る
認
定
を
し
た
納
税
義
務
者
に
つ
い
て

当
該
納
税
義
務
者
に
係
る
種
別
割
の
徴
収
の
確
保
に

支
障
が
生
じ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
第
二
項
の
規
定

に
よ
る
承
認
又
は
前
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
取
り

消
す
こ
と
が
で
き
る
。 
 

（
種
別
割
の
納
税
管
理
人
に
係
る
不
申
告
に
関
す
る 

過
料
） 

第
百
二
十
一
条
の
三 

前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
承

認
又
は
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
認
定
を
受
け
て

い
な
い
種
別
割
の
納
税
義
務
者
（
同
条
第
四
項
の
規

定
に
よ
り
承
認
又
は
認
定
を
取
り
消
さ
れ
た
も
の
を

含
む
。
）
が
同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
申
告
す
べ

き
納
税
管
理
人
に
つ
い
て
、
正
当
な
理
由
が
な
く
て

申
告
を
し
な
か
つ
た
場
合
に
は
、
そ
の
者
に
対
し
、

十
万
円
以
下
の
過
料
を
科
す
る
。 

２
・
３ 

（
略
） 

 

（
種
別
割
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付
義
務
の 

免
除
の
申
告
手
続
） 

第
百
二
十
一
条
の
四 

法
第
十
一
条
の
十
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
種
別
割
の
第
二
次
納
税
義
務
に
係
る
納
付



付
義
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
自
動
車
税
に
係
る
証
明
書
の
交
付
） 

第
百
二
十
二
条 
知
事
は
、
自
動
車
税
の
納
税
義
務
者

が
道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ

り
自
動
車
税
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
自
動
車

税
を
滞
納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得

な
い
理
由
に
よ
る
こ
と
を
証
す
る
知
事
の
証
明
書
の

交
付
を
申
請
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
交
付
す
る
。 

 

附 

則 
 

（
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
） 

第
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八

条
か
ら
第
三
十
八
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
六
条
第

一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六

条
の
五
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所

得
割
の
額 

三 

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、

第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま

で
、
法
附
則
第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五
条
の

四
第
五
項
及
び
法
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規

定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

 ３ 

（
略
） 

 

第
六
条
の
三 

（
略
） 

                       

義
務
の
免
除
を
受
け
よ
う
と
す
る
者
は
、
規
則
で
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
申
告
書
を
知
事
に
提
出
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

（
種
別
割
に
係
る
証
明
書
の
交
付
） 

第
百
二
十
二
条 

知
事
は
、
種
別
割
の
納
税
義
務
者
が

道
路
運
送
車
両
法
第
九
十
七
条
の
二
の
規
定
に
よ
り

種
別
割
を
滞
納
し
て
い
な
い
こ
と
又
は
種
別
割
を
滞

納
し
て
い
る
こ
と
が
天
災
そ
の
他
や
む
を
得
な
い
理

由
に
よ
る
こ
と
を
証
す
る
知
事
の
証
明
書
の
交
付
を

申
請
し
た
と
き
は
、
こ
れ
を
交
付
す
る
。 

  
 
 

附 

則 
 

（
個
人
の
県
民
税
の
所
得
割
の
非
課
税
の
範
囲
等
） 

第
四
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
七
条
、
第
三
十
八

条
か
ら
第
三
十
八
条
の
三
ま
で
、
附
則
第
六
条
第

一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、
附
則
第
六
条

の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定

を
適
用
し
て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

三 

当
該
納
税
義
務
者
の
法
第
三
百
十
四
条
の
三
、

第
三
百
十
四
条
の
六
か
ら
第
三
百
十
四
条
の
八
ま

で
、
法
附
則
第
五
条
第
三
項
、
法
附
則
第
五
条
の

四
第
六
項
、
法
附
則
第
五
条
の
四
の
二
第
五
項
及

び
法
附
則
第
五
条
の
五
第
二
項
の
規
定
を
適
用
し

て
計
算
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額 

３ 

（
略
） 

 

第
六
条
の
三 

（
略
） 

 

（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除 

） 

第
六
条
の
四 

平
成
二
十
年
度
か
ら
平
成
二
十
八
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得

割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
以
下
こ
の
条
、
次

条
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
三
に
お
い
て
「
居
住
年

」
と
い
う
。
）
が
平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま

で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限
る
。
）
に
お
い
て
、
第

一
号
に
掲
げ
る
金
額
と
第
二
号
に
掲
げ
る
金
額
と
の

い
ず
れ
か
少
な
い
金
額
か
ら
第
三
号
に
掲
げ
る
金
額

を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が
零
を
下
回
る
場
合

に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
五
分
の
二
に
相
当
す
る
金

額
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
七
条
及
び
第
三

十
八
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控
除
す
る
。 

一 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
四

項
ま
で
若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
二
又
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律



                                                       

の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第

十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の

規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
租
税
特
別
措
置
法
第

四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特

別
税
額
控
除
額
（
平
成
十
九
年
以
後
の
居
住
年
に

係
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
の
金
額
を

有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
が
な
か
つ
た
も
の

と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
同

項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除
額

） 

二 

イ
に
掲
げ
る
金
額
と
ロ
に
掲
げ
る
金
額
と
を
合

計
し
た
金
額
か
ら
ハ
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た

金
額 

イ 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係 

る
所
得
税
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

課
税
総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
又
は

課
税
山
林
所
得
金
額
に
つ
き
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律

第
十
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
十
八

年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
第
十
四

条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
経
済
社
会
の
変
化

等
に
対
応
し
て
早
急
に
講
ず
べ
き
所
得
税
及
び

法
人
税
の
負
担
軽
減
措
置
に
関
す
る
法
律
（
平

成
十
一
年
法
律
第
八
号
）
第
四
条
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
平
成
十
八
年
所
得
税
法
等

改
正
法
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
所
得

税
法
第
二
編
第
三
章
第
一
節
の
規
定
を
適
用
し

て
計
算
し
た
所
得
税
の
額 

ロ 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
租
税
特
別
措 

置
法
第
八
条
の
四
第
一
項
（
所
得
税
法
等
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
年
法
律
第
二

十
三
号
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
平
成
二
十

年
所
得
税
法
等
改
正
法
」
と
い
う
。
）
附
則
第

三
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る

場
合
を
含
む
。
）
、
第
二
十
五
条
第
二
項
、
第

二
十
八
条
の
四
第
一
項
、
第
三
十
一
条
第
一
項

（
同
法
第
三
十
一
条
の
二
又
は
第
三
十
一
条
の

三
の
規
定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

）
、
第
三
十
二
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
、

第
三
十
七
条
の
十
第
一
項
（
平
成
二
十
年
所
得

税
法
等
改
正
法
附
則
第
四
十
三
条
第
二
項
の
規

定
に
よ
り
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。
）
若
し

く
は
第
四
十
一
条
の
十
四
第
一
項
又
は
租
税
条

約
等
の
実
施
に
伴
う
所
得
税
法
、
法
人
税
法
及

び
地
方
税
法
の
特
例
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和

四
十
四
年
法
律
第
四
十
六
号
。
附
則
第
十
一
条

の
二
の
九
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
十
に
お

い
て
「
租
税
条
約
等
実
施
特
例
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
の
二
第
十
六
項
、
第
十
八
項
、
第
二

十
項
、
第
二
十
二
項
若
し
く
は
第
二
十
四
項
の

規
定
に
よ
る
所
得
税
の
額
の
合
計
額 

ハ 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係 

る
租
税
特
別
措
置
法
第
二
十
五
条
の
規
定
に
よ

る
免
除
額
、
所
得
税
法
第
九
十
二
条
の
規
定
に

よ
る
控
除
額
、
租
税
特
別
措
置
法
第
十
条
か
ら



                             

（
個
人
の
県
民
税
の
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控
除 

） 

第
六
条
の
四 

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得

割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
租
税

特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の
二
の

二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
同
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
居
住
年
（
以
下
こ
の
条
及
び

次
条
に
お
い
て
「
居
住
年
」
と
い
う
。
）
が
平
成
二

十
一
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に

限
る
。
）
に
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第
二

号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額
が

零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
五
分
の

二
（
当
該
納
税
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住

所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
五
分
の
一
）
に
相
当
す
る 

金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い
う
。 

）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
七
条
及
び
第
三

十
八
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の
額
か

ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控
除
額

が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所

得
税
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税
総
所

得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林
所
得

金
額
の
合
計
額
（
居
住
年
が
平
成
二
十
八
年
か
ら
令

和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
は
、
当
該
納
税

義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
同
法
第
八
十
六

条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
の
額
（
租
税
特
別

第
十
条
の
五
の
四
ま
で
及
び
第
十
条
の
六
（
東

日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法

律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三

年
法
律
第
二
十
九
号
）
第
十
条
の
四
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て
適
用
さ
れ
る
場
合
を
含
む
。

）
の
規
定
に
よ
る
控
除
額
並
び
に
東
日
本
大
震

災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
条
か
ら
第
十
条
の
三

の
三
ま
で
の
規
定
に
よ
る
控
除
額
の
合
計
額 

三 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
の
額
（

前
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
の
二
、
第
四
十 

一
条
の
十
八
、
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
、 

第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
若
し
く
は
第
四
十
一
条 

の
十
九
の
二
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
ま
で
、 

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七

十
五
号
）
第
二
条
又
は
所
得
税
法
第
九
十
五
条
の

規
定
の
適
用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
の
適
用
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
金

額
） 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三

十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
三
中
「
前
三
条
」
と

あ
る
の
は
「
前
三
条
並
び
に
附
則
第
六
条
の
四
第
一

項
」
と
、
第
三
十
八
条
の
四
中
「
前
四
条
」
と
あ
る

の
は
「
前
四
条
並
び
に
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
」

と
す
る
。 

   

第
六
条
の
四
の
二 

平
成
二
十
二
年
度
か
ら
令
和
二
十

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
又
は
第
四
十
一
条
の

二
の
二
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
（
居
住
年
が

平
成
十
一
年
か
ら
平
成
十
八
年
ま
で
又
は
平
成
二
十

一
年
か
ら
令
和
七
年
ま
で
の
各
年
で
あ
る
場
合
に
限

る
。
）
に
お
い
て
、
前
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を

受
け
な
い
と
き
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
金
額
か
ら
第

二
号
に
掲
げ
る
金
額
を
控
除
し
た
金
額
（
当
該
金
額

が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）
の
五
分

の
二
（
当
該
納
税
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に

住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
五
分
の
一
）
に
相
当
す

る
金
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
控
除
額
」
と
い

う
。
）
を
、
当
該
納
税
義
務
者
の
第
三
十
七
条
及
び

第
三
十
八
条
の
規
定
を
適
用
し
た
場
合
の
所
得
割
の

額
か
ら
控
除
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
当
該
控

除
額
が
当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係

る
所
得
税
法
第
八
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税

総
所
得
金
額
、
課
税
退
職
所
得
金
額
及
び
課
税
山
林

所
得
金
額
の
合
計
額
の
百
分
の
二
（
当
該
納
税
義
務

者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に

は
、
百
分
の
一
）
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が

三
万
九
千
円
（
当
該
納
税
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区



措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か
ら

四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し
て

得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。
）

を
加
算
し
た
額
）
の
百
分
の
二
（
当
該
納
税
義
務
者 

が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、 

百
分
の
一
）
に
相
当
す
る
金
額
（
当
該
金
額
が
三
万

九
千
円
（
当
該
納
税
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内

に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
九
千
五
百
円
）

を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
万
九
千
円
（
当
該
納
税
義

務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合

に
は
、
一
万
九
千
五
百
円
）
。
以
下
こ
の
項
に
お
い 

て
「
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
と
き
は
、 

当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額
に
相
当
す
る
金

額
と
す
る
。 

一 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
五

項
ま
で
若
し
く
は
第
十
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で

若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
二
又
は
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
一
号

）
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
の
規
定
を

適
用
し
て
計
算
し
た
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額

控
除
額
（
平
成
十
九
年
又
は
平
成
二
十
年
の
居
住

年
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
の
金

額
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該
金
額
が
な
か
つ
た

も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し

た
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額
控

除
額
） 

二 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
の
額
（

前
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
の
二
、
第
四
十 

一
条
の
十
八
、
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
、 

第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
若
し
く
は
第
四
十
一
条 

の
十
九
の
二
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
ま
で
、 

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
百
七

十
五
号
）
第
二
条
又
は
所
得
税
法
第
九
十
五
条
若

し
く
は
第
百
六
十
五
条
の
六
の
規
定
の
適
用
が
あ

つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用
が
な
か

つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
金
額
） 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三

十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
三
中
「
前
三
条
」
と

あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項

」
と
、
第
三
十
八
条
の
四
中
「
前
四
条
」
と
あ
る
の

は
「
前
四
条
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
」
と
す

る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額 

控
除
の
適
用
期
間
等
の
特
例
） 

第
六
条
の
四
の
二 

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災

域
内
に
住
所
を
有
す
る
場
合
に
は
、
一
万
九
千
五
百

円
）
を
超
え
る
場
合
に
は
、
三
万
九
千
円
（
当
該
納

税
義
務
者
が
指
定
都
市
の
区
域
内
に
住
所
を
有
す
る

場
合
に
は
、
一
万
九
千
五
百
円
）
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
控
除
限
度
額
」
と
い
う
。
）
を
超
え
る
と

き
は
、
当
該
控
除
額
は
、
当
該
控
除
限
度
額
に
相
当

す
る
金
額
と
す
る
。 

        

一 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る

租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
第
二
項
か
ら
第
五

項
ま
で
若
し
く
は
第
十
項
か
ら
第
二
十
一
項
ま
で

若
し
く
は
第
四
十
一
条
の
二
又
は
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時

特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第
三

項
ま
で
の
規
定
を
適
用
し
て
計
算
し
た
租
税
特
別

措
置
法
第
四
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
住
宅
借

入
金
等
特
別
税
額
控
除
額
（
平
成
十
九
年
又
は
平

成
二
十
年
の
居
住
年
に
係
る
同
項
に
規
定
す
る
住

宅
借
入
金
等
の
金
額
を
有
す
る
場
合
に
は
、
当
該

金
額
が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
こ
れ
ら
の
規
定
を

適
用
し
て
計
算
し
た
同
項
に
規
定
す
る
住
宅
借
入

金
等
特
別
税
額
控
除
額
） 

 

二 

当
該
納
税
義
務
者
の
前
年
分
の
所
得
税
の
額
（

前
年
分
の
所
得
税
に
つ
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
、
第
四
十
一
条
の
二
の
二
、
第
四
十 

一
条
の
十
八
、
第
四
十
一
条
の
十
八
の
二
第
二
項
、 

第
四
十
一
条
の
十
八
の
三
若
し
く
は
第
四
十
一
条 

の
十
九
の
二
か
ら
第
四
十
一
条
の
十
九
の
四
ま
で
、 

災
害
被
害
者
に
対
す
る
租
税
の
減
免
、
徴
収
猶
予

等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
又
は
所
得
税
法
第
九
十

五
条
若
し
く
は
第
百
六
十
五
条
の
六
の
規
定
の
適

用
が
あ
つ
た
場
合
に
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
適
用

が
な
か
つ
た
も
の
と
し
て
計
算
し
た
金
額
） 

 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
第
三

十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条
の
三
中
「
前
三
条
」
と

あ
る
の
は
「
前
三
条
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
」
と
、
第
三
十
八
条
の
四
中
「
前
四
条
」
と
あ

る
の
は
「
前
四
条
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一

項
」
と
す
る
。 

３ 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
住
宅
借
入
金
等
特
別
税
額 

控
除
の
適
用
期
間
等
の
特
例
） 

第
六
条
の
四
の
三 

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者

が
前
年
分
の
所
得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災



者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場

合
に
お
け
る
前
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次

の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄

に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ

る
字
句
と
す
る
。 

 
 

 

               

 
                     

   

 
           

者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る

法
律
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場

合
に
お
け
る
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。 

附
則
第
六

条
の
四
第

一
項 

租
税
特
別
措

置
法
第
四
十

一
条
又
は
第

四
十
一
条
の

二
の
二 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
二

十
九
号
）
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第

四
十
一
条
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
租
税

特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二
の
二 

附
則
第
六

条
の
四
第

一
項
第
一

号 

租
税
特
別
措

置
法
第
四
十

一
条
第
二
項

か
ら
第
四
項

ま
で
若
し
く

は
第
四
十
一

条
の
二 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
租
税

特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
第
二
項
か

ら
第
四
項
ま
で
若

し
く
は
東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
第

十
三
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
租
税
特
別

措
置
法
第
四
十
一

条
の
二 

附
則
第
六

条
の
四
第

一
項
第
三

号 

租
税
特
別
措

置
法
第
四
十

一
条
、
第
四

十
一
条
の
二

の
二
、 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
租
税

特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
、
同
項
の

規
定
に
よ
り
適
用 



 
 

    

第
一
項 
租
税
特
別
措

置
法
第
四
十

一
条
又
は
第

四
十
一
条
の

二
の
二 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
（
平
成
二

十
三
年
法
律
第
二

十
九
号
）
第
十
三

条
第
一
項
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え

て
適
用
さ
れ
る
租

税
特
別
措
置
法
第

四
十
一
条
又
は
同

項
の
規
定
に
よ
り

適
用
さ
れ
る
租
税

特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
二
の
二 

第
一
項
第

一
号 

（
略
） 

（
略
） 

第
一
項
第

二
号 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所

得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一

項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
一

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
前

条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
条
第
一
項
第
一

号
中
「
又
は
阪
神
・
淡
路
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
平

成
七
年
法
律
第
十
一
号
）
第
十
六
条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
」
と
あ
る
の
は
、
「
、
阪
神
・
淡
路
大
震

災
の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
（
平
成
七
年
法
律
第
十
一
号
）
第
十

六
条
第
一
項
か
ら
第
三
項
ま
で
又
は
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
三
年
法
律
第
二
十
九
号
）

第
十
三
条
第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
若
し
く
は
第
十

三
条
の
二
第
一
項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
七

項
か
ら
第
十
一
項
ま
で
」
と
し
、
同
条
第
三
項
の
規

定
は
適
用
し
な
い
。 

     

 
 

さ
れ
る
租
税
特
別

措
置
法
第
四
十
一

条
の
二
の
二
若
し

く
は
租
税
特
別
措

置
法 

附
則
第
六

条
の
四
の

二
第
一
項 

租
税
特
別
措

置
法
第
四
十

一
条
又
は
第

四
十
一
条
の

二
の
二 

東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る

国
税
関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に
関
す

る
法
律
第
十
三
条

第
一
項
の
規
定
に

よ
り
読
み
替
え
て

適
用
さ
れ
る
租
税

特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
又
は
同
項

の
規
定
に
よ
り
適

用
さ
れ
る
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十

一
条
の
二
の
二 

附
則
第
六

条
の
四
の

二
第
一
項

第
一
号 

（
略
） 

（
略
） 

附
則
第
六

条
の
四
の

二
第
一
項

第
二
号 

（
略
） 

（
略
） 

２ 

県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分
の
所

得
税
に
つ
き
東
日
本
大
震
災
の
被
災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
第
十
三
条

第
三
項
若
し
く
は
第
四
項
又
は
第
十
三
条
の
二
第
一

項
か
ら
第
五
項
ま
で
若
し
く
は
第
七
項
か
ら
第
十
一

項
ま
で
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
前

二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄

に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
、
前
条
第
三
項
の

規
定
は
適
用
し
な
い
。 

         

附
則
第
六

条
の
四
第

一
項
第
一

号 

又
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災

の
被
災
者
等

に
係
る
国
税

関
係
法
律
の 

、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
（ 



                                                       

 

臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律

（
平
成
七
年

法
律
第
十
一

号
）
第
十
六

条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま

で 

平
成
七
年
法
律
第

十
一
号
）
第
十
六

条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
又
は
東

日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る

法
律
（
平
成
二
十

三
年
法
律
第
二
十

九
号
）
第
十
三
条

第
三
項
若
し
く
は

第
四
項
若
し
く
は

第
十
三
条
の
二
第

一
項
か
ら
第
十
項

ま
で 

 

住
宅
借
入
金

等
の
金
額 

住
宅
借
入
金
等
の

金
額
（
東
日
本
大

震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
第

十
三
条
第
三
項
又

は
第
四
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る

者
の
有
す
る
平
成

二
十
三
年
か
ら
平

成
二
十
七
年
ま
で

の
居
住
年
に
係
る

同
条
第
五
項
第
一

号
に
規
定
す
る
新

規
住
宅
借
入
金
等

の
金
額
を
除
く
。

） 

当
該
金
額 

当
該
住
宅
借
入
金

等
の
金
額 

こ
れ
ら
の
規

定 

租
税
特
別
措
置
法

第
四
十
一
条
第
二

項
か
ら
第
四
項
ま

で
若
し
く
は
第
四

十
一
条
の
二
、
阪

神
・
淡
路
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
第
十
六

条
第
一
項
か
ら
第

三
項
ま
で
又
は
東

日
本
大
震
災
の
被

災
者
等
に
係
る
国

税
関
係
法
律
の
臨

時
特
例
に
関
す
る

法
律
第
十
三
条
第

三
項
若
し
く
は
第 



                           

３ 

（
略
） 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借 

入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
） 

第
六
条
の
四
の
三 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分

の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等

の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時 

特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。 

附
則
第
七
条
の
四
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第

六
条
の
四
第
三
項
及
び
前
条
第
三
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
「
令
和
三
年
」
と

あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
」
と
す
る
。 

  

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税

総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

金
額
と
前
年
分
の
所
得
税
に
係
る
所
得
税
法
第
八
十

六
条
第
二
項
に
規
定
す
る
基
礎
控
除
の
額
（
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十
六
の
二
第
一
項
の
規
定

の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
額
）
か

ら
四
十
八
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
（
当
該
控
除
し

て
得
た
額
が
零
を
下
回
る
場
合
に
は
、
零
と
す
る
。

四
項
若
し
く
は
第

十
三
条
の
二
第
一

項
か
ら
第
十
項
ま

で
の
規
定 

計
算
し
た
同

項 

計
算
し
た
租
税
特

別
措
置
法
第
四
十

一
条
第
一
項 

附
則
第
六

条
の
四
の

二
第
一
項

第
一
号 

又
は
阪
神
・

淡
路
大
震
災

の
被
災
者
等

に
係
る
国
税

関
係
法
律
の

臨
時
特
例
に

関
す
る
法
律

第
十
六
条
第

一
項
か
ら
第

三
項
ま
で 

、
阪
神
・
淡
路
大

震
災
の
被
災
者
等

に
係
る
国
税
関
係

法
律
の
臨
時
特
例

に
関
す
る
法
律
第

十
六
条
第
一
項
か

ら
第
三
項
ま
で
又

は
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
第
十
三

条
第
三
項
若
し
く

は
第
四
項
若
し
く

は
第
十
三
条
の
二

第
一
項
か
ら
第
五

項
ま
で
若
し
く
は

第
七
項
か
ら
第
十

一
項
ま
で 

３ 

（
略
） 

 

（
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等
に
係
る
住
宅
借 

入
金
等
特
別
税
額
控
除
の
特
例
） 

第
六
条
の
四
の
四 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
分

の
所
得
税
に
つ
き
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
等

の
影
響
に
対
応
す
る
た
め
の
国
税
関
係
法
律
の
臨
時 

特
例
に
関
す
る
法
律
（
令
和
二
年
法
律
第
二
十
五
号
。 

附
則
第
七
条
の
四
に
お
い
て
「
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
特
例
法
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
二
第
一

項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
場
合
に
お
け
る
附
則
第

六
条
の
四
の
二
第
三
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
三

第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規

定
中
「
令
和
三
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
令
和
四
年
」

と
す
る
。 

 

（
寄
附
金
税
額
控
除
に
係
る
申
告
の
特
例
等
） 

第
七
条
の
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
申
告
特
例
控
除
額
は
、
第
三
十
八
条
の
二

第
二
項
に
規
定
す
る
特
例
控
除
額
に
、
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
第
三
十
七
条
第
二
項
に
規
定
す
る
課
税

総
所
得
金
額
か
ら
第
三
十
八
条
第
一
号
イ
に
掲
げ
る

金
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ

同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
金
額
と

す
る
。 

   



）
と
の
合
計
額
を
控
除
し
た
金
額
の
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
金
額
と
す
る
。 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税 

の
課
税
の
特
例
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金

額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三

十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第

六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並

び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第

一
項
中
「
配
当
等
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「

配
当
等
に
係
る
も
の
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
に

規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所

得
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特
定
上
場
株
式
等

の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ
い
て
は
同
項
の

規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け

よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」
と
、
同
項
各
号

中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総

所
得
金
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る

上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所
得
等
の
金
額
の

合
計
額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
個
人 

の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

   

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

（
上
場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
に
係
る
県
民
税 

の
課
税
の
特
例
） 

第
八
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

金
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上

場
株
式
等
に
係
る
配
当
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同 

項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、 

附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項

及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び

附
則
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所

得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附

則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
八
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、 

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
配
当
等
に
係
る
も
の
」

と
あ
る
の
は
「
配
当
等
に
係
る
も
の
及
び
附
則
第

八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
の
配
当
等

に
係
る
配
当
所
得
（
同
条
第
二
項
に
規
定
す
る
特

定
上
場
株
式
等
の
配
当
等
に
係
る
配
当
所
得
に
つ

い
て
は
同
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
一
項
の
規
定

の
適
用
を
受
け
よ
う
と
す
る
も
の
に
限
る
。
）
」

と
、
同
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
八
条
第
一

項
に
規
定
す
る
上
場
株
式
等
に
係
る
課
税
配
当
所

得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
土
地
の
譲
渡
等
に
係
る
事
業
所
得
等
に
係
る
個
人 

の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
九
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、



び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に

規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」

と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八

条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、 

同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号

中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総

所
得
金
額
及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る

土
地
等
に
係
る
課
税
事
業
所
得
等
の
金
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得

又
は
雑
所
得
で
、
そ
の
基
因
と
な
る
土
地
の
譲
渡
等

が
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適

用
し
な
い
。 

 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
課
税
の 

特
例
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
長
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
前

段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附

則
第
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

金
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土

地
等
に
係
る
事
業
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
前

段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及

び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
九

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額

」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第

六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附

則
第
六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
九

条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
に
係
る
課
税
事
業

所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

４ 

第
一
項
の
規
定
は
、
同
項
に
規
定
す
る
事
業
所
得

又
は
雑
所
得
で
、
そ
の
基
因
と
な
る
土
地
の
譲
渡
等

が
平
成
十
年
一
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
も
の
に
つ
い
て
は
、
適
用

し
な
い
。 

 

（
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
課
税
の 

特
例
） 

第
十
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項

中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得

金
額
並
び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
長

期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十

八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第

一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六

条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る

の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中



一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税

総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額

及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
長
期

譲
渡
所
得
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  

四
・
五 

（
略
） 

 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡 

し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税 

の
課
税
の
特
例
） 

第
十
条
の
二 

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
十
一
年
度

ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得

割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別

措
置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
附
則
第
十
一
条
及
び

附
則
第
十
一
条
の
二
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
附
則
第

十
一
条
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
三
の
二
第
二
項

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該

譲
渡
が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
同
法
第
三

十
一
条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す

る
こ
と
に
つ
き
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条

の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を

い
う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項

に
規
定
す
る
譲
渡
所
得
（
附
則
第
十
条
の
三
の
規
定

の
適
用
を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対

し
て
課
す
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
一

項
前
段
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
場
合
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額

に
相
当
す
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
十 

一
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、 

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ
の
譲
渡
の
日
か

ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
令
附
則
第
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
の
日
か
ら
同
条
第
二
項
又
は

第
三
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
つ
き
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
県
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並

び
に
附
則
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第

一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
条
第
一
項
に

規
定
す
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
の
合
計
額
」

と
す
る
。 

四
・
五 

（
略
） 

 
 

（
優
良
住
宅
地
の
造
成
等
の
た
め
に
土
地
等
を
譲
渡 

し
た
場
合
の
長
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税 

の
課
税
の
特
例
） 

第
十
条
の
二 

昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
八
年
度
ま

で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、
所
得
割

の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に
規
定
す

る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
（
租
税
特
別
措

置
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
土
地
等
を
い

う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
附
則
第
十
一
条
及
び
附 

則
第
十
一
条
の
二
の
三
の
二
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。 

）
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る

譲
渡
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
、
次
条
、
附
則
第
十
一

条
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
三
の
二
第
二
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡

が
優
良
住
宅
地
等
の
た
め
の
譲
渡
（
同
法
第
三
十
一

条
の
二
第
二
項
各
号
に
掲
げ
る
譲
渡
に
該
当
す
る
こ

と
に
つ
き
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の
三 

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い
う
。 

）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に
規
定

す
る
譲
渡
所
得
（
附
則
第
十
条
の
三
の
規
定
の
適
用 

を
受
け
る
譲
渡
所
得
を
除
く
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。 

）
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金
額
に
対
し
て
課
す

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
は
、
前
条
第
一
項
前
段
の

規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の

区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
金
額
に
相
当
す

る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
三
年
度
か
ら
令
和
八

年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
限
り
、

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
前
年
中
に
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
の
基
因
と
な
る
土
地
等
の
譲
渡

を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
譲
渡
が
確
定
優
良
住

宅
地
等
予
定
地
の
た
め
の
譲
渡
（
そ
の
譲
渡
の
日
か

ら
同
日
以
後
二
年
を
経
過
す
る
日
の
属
す
る
年
の
十

二
月
三
十
一
日
ま
で
の
期
間
（
令
附
則
第
十
七
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
や
む
を
得
な
い
事
情
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
譲
渡
の
日
か
ら
同
条
第
二
項
又
は

第
三
項
に
規
定
す
る
日
ま
で
の
期
間
）
内
に
租
税
特

別
措
置
法
第
三
十
一
条
の
二
第
二
項
第
十
三
号
か
ら

第
十
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
土
地
等
の
譲
渡
に
該
当
す

る
こ
と
と
な
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る

こ
と
に
つ
き
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
十
三
条
の

三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
証
明
が
さ
れ
た
も
の
を
い

う
。
）
に
該
当
す
る
と
き
に
お
け
る
前
条
第
一
項
に

規
定
す
る
譲
渡
所
得
に
係
る
課
税
長
期
譲
渡
所
得
金

額
に
対
し
て
課
す
る
県
民
税
の
所
得
割
に
つ
い
て
準



用
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 
（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
課
税
の 

特
例
） 

第
十
一
条 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八

条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の

は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一

項
に
規
定
す
る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同 

項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、 

附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一

項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の

額
及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第

一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同

条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の

額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号

中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総

所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す 

る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  四
・
五 

（
略
） 

 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の 

県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲

渡
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八

条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一

項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の

用
す
る
。 

３
・
４ 

（
略
） 

 

（
短
期
譲
渡
所
得
に
係
る
個
人
の
県
民
税
の
課
税
の 

特
例
） 

第
十
一
条 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一

項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所

得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
短
期
譲
渡
所
得
の
金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第

三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六

条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則

第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
第 

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、 

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額

の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則

第
六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一

条
第
一
項
に
規
定
す
る
課
税
短
期
譲
渡
所
得
金
額

の
合
計
額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
に
係
る
個
人
の 

県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二

第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山

林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項

に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
譲
渡
所
得
等
の

金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第

三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第



額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
中

「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所

得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定

す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課
税
譲
渡
所
得
等
の
金

額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る 

譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し

て
い
た
も
の
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災

特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
滅
失
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ

と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
つ
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当

該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、 

附
則
第
五
条
、
附
則
第
五
条
の
二
、
附
則
第
十
条
、

附
則
第
十
条
の
二
、
附
則
第
十
条
の
三
又
は
附
則
第

十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

附
則
第
五

条
の
二
第

一
項 

（
略
） 

（
略
） 

       

 
 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

４ 

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し

て
い
た
も
の
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
を
し
た

こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
つ
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。
）
の

六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並

び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条

の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
一
般
株
式
等
に
係
る
課

税
譲
渡
所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
被
災
居
住
用
財
産
に
係
る 

譲
渡
期
限
の
延
長
等
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
三 

（
略
） 

２ 
（
略
） 

３ 

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し

て
い
た
も
の
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
（
震
災

特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
四
項
に
規
定
す
る
滅
失
を

い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
し
た
こ

と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な

く
な
つ
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
当

該
滅
失
を
し
た
当
該
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て

い
た
土
地
等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
に
は
、
次
の
表
の

上
欄
に
掲
げ
る
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
し
て
、 

附
則
第
五
条
、
附
則
第
五
条
の
二
、
附
則
第
六
条
の

四
、
附
則
第
十
条
、
附
則
第
十
条
の
二
、
附
則
第
十

条
の
三
又
は
附
則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

附
則
第
五

条
の
二
第

一
項 

（
略
） 

（
略
） 

附
則
第
六

条
の
四
第

一
項
第
二

号
ロ 

第
三
十
一
条

の
三 

第
三
十
一
条
の
三

（
東
日
本
大
震
災

の
被
災
者
等
に
係

る
国
税
関
係
法
律

の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
第
十
一

条
の
六
第
四
項
の

規
定
に
よ
り
適
用

さ
れ
る
場
合
を
含

む
。
） 

（
略
） 

（
略
） 

（
略
） 

４ 

そ
の
有
し
て
い
た
家
屋
で
そ
の
居
住
の
用
に
供
し

て
い
た
も
の
が
東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
を
し
た

こ
と
に
よ
り
そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き

な
く
な
つ
た
県
民
税
の
所
得
割
の
納
税
義
務
者
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
被
相
続
人
」
と
い
う
。
）
の



相
続
人
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
五
項
に
規

定
す
る
相
続
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
旧
家
屋
（
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地

等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
（
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
の
期

間
当
該
土
地
等
を
当
該
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
す 

る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。 

）
に
お
け
る
当
該
土
地
等
（
当
該
土
地
等
の
う
ち
に

そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

時
の
直
前
に
お
い
て
旧
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
以

外
の
者
が
所
有
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
土
地
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、
当
該
相
続
人
は
、
当
該
旧
家
屋
を

当
該
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
を
し
た
日
と
し
て
令
附

則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
で
定
め
る
日
か
ら
引
き

続
き
所
有
し
て
い
た
も
の
と
、
当
該
直
前
に
お
い
て

当
該
旧
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

を
所
有
し
て
い
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
五
条
、

附
則
第
五
条
の
二
、
附
則
第
十
条
、
附
則
第
十
条
の

二
、
附
則
第
十
条
の
三
又
は
附
則
第
十
一
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課 

税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十

一
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に

係
る
雑
所
得
等
の
金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三

十
八
条
の
三
、
第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条

第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則

第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一

項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」

と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に

附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る

県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条

の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る

相
続
人
（
震
災
特
例
法
第
十
一
条
の
六
第
五
項
に
規

定
す
る
相
続
人
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同

じ
。
）
が
、
当
該
滅
失
を
し
た
旧
家
屋
（
同
条
第
五

項
に
規
定
す
る
旧
家
屋
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地

等
の
譲
渡
を
し
た
場
合
（
当
該
譲
渡
の
時
ま
で
の
期

間
当
該
土
地
等
を
当
該
相
続
人
の
居
住
の
用
に
供
す 

る
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
し
て
い
な
い
場
合
に
限
る
。 

）
に
お
け
る
当
該
土
地
等
（
当
該
土
地
等
の
う
ち
に

そ
の
居
住
の
用
に
供
す
る
こ
と
が
で
き
な
く
な
つ
た

時
の
直
前
に
お
い
て
旧
家
屋
に
居
住
し
て
い
た
者
以

外
の
者
が
所
有
し
て
い
た
部
分
が
あ
る
と
き
は
、
当

該
土
地
等
の
う
ち
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
係
る
も

の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
譲

渡
に
つ
い
て
は
、
当
該
相
続
人
は
、
当
該
旧
家
屋
を

当
該
被
相
続
人
が
そ
の
取
得
を
し
た
日
と
し
て
令
附

則
第
二
十
七
条
の
二
第
二
項
で
定
め
る
日
か
ら
引
き

続
き
所
有
し
て
い
た
も
の
と
、
当
該
直
前
に
お
い
て

当
該
旧
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
等

を
所
有
し
て
い
た
も
の
と
そ
れ
ぞ
れ
み
な
し
て
、
前

項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
附
則
第
五
条
、

附
則
第
五
条
の
二
、
附
則
第
六
条
の
四
、
附
則
第
十

条
、
附
則
第
十
条
の
二
、
附
則
第
十
条
の
三
又
は
附

則
第
十
一
条
の
規
定
を
適
用
す
る
。 

 

（
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
に
係
る
県
民
税
の
課 

税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
七 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一
・
二 

（
略
） 

三 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の

七
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得 

等
の
金
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、 

第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則

第
六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二

第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得

割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の

二
の
七
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第

六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所

得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計

額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総

所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及



課
税
雑
所
得
等
の
金
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  
四
・
五 

（
略
） 

 

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控

除
） 

第
十
一
条
の
二
の
八 
（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

る
損
失
の
金
額
と
は
、
同
項
に
規
定
す
る
県
民
税
の

所
得
割
の
納
税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四

十
一
条
の
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
同

項
に
規
定
す
る
差
金
等
決
済
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生

じ
た
損
失
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
の

二
第
二
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額

の
う
ち
、
当
該
納
税
義
務
者
の
当
該
差
金
等
決
済
を

し
た
年
の
末
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税

に
係
る
前
条
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る

雑
所
得
等
の
金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な
お
控
除

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
部
分
の
金
額
と
し
て
令
附
則

第
十
八
条
の
七
の
二
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ

り
計
算
し
た
金
額
を
い
う
。 

３ 

（
略
） 

 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る 

個
人
の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
八
の
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二

第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
同
条
第
一
号
中
「
課
税
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
課
税
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第

十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）

」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

特
例
適
用
利
子
等
の
額
」
と
、
「
の
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
の
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
「
当
該
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規 

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、 

第
三
十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
中
「
所

び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
七
第
一
項
に
規
定
す
る

先
物
取
引
に
係
る
課
税
雑
所
得
等
の
金
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。 

四
・
五 

（
略
） 

 

（
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係
る
損
失
の
繰
越
控

除
） 

第
十
一
条
の
二
の
八 

（
略
） 

２ 

前
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
差
金
等
決
済
に
係

る
損
失
の
金
額
と
は
、
当
該
県
民
税
の
所
得
割
の
納

税
義
務
者
が
、
租
税
特
別
措
置
法
第
四
十
一
条
の
十

四
第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
の
同
項
に
規
定
す

る
差
金
等
決
済
を
し
た
こ
と
に
よ
り
生
じ
た
損
失
の

金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の
七
の
二
第
二
項
で

定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た
金
額
の
う
ち
、
当

該
納
税
義
務
者
の
当
該
差
金
等
決
済
を
し
た
年
の
末

日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
の
県
民
税
に
係
る
前
条

第
一
項
に
規
定
す
る
先
物
取
引
に
係
る
雑
所
得
等
の

金
額
の
計
算
上
控
除
し
て
も
な
お
控
除
す
る
こ
と
が

で
き
な
い
部
分
の
金
額
と
し
て
令
附
則
第
十
八
条
の

七
の
二
第
三
項
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
計
算
し
た

金
額
を
い
う
。 

３ 

（
略
） 

 

（
特
例
適
用
利
子
等
及
び
特
例
適
用
配
当
等
に
係
る 

個
人
の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
八
の
二 
（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
同
条
第

一
号
中
「
課
税
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

課
税
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二

の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等

の
額
（
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利

子
等
の
額
」
と
、
「
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
の
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
「
当
該
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
第
三
十
八



得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

同
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の

額
（
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場 

合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と
、 

附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  

三 

（
略
） 

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二

第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」

と
、
同
条
第
一
号
中
「
課
税
山
林
所
得
金
額
」
と

あ
る
の
は
「
課
税
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第

十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例

適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定

に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の

適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）

」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得

金
額
」
と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る

特
例
適
用
配
当
等
の
額
」
と
、
「
の
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
の
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
「
当
該
所
得
割
の
額
」

と
あ
る
の
は
「
当
該
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十

一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民

税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規 

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、 

第
三
十
八
条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
中
「
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一

条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
中
「

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
同
項
各
号

中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総

所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第

一
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条

第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

三 
（
略
） 

３
・
４ 
（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規

定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
同
条
第

一
号
中
「
課
税
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「

課
税
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二

の
八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配
当
等

の
額
（
同
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み

替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る

場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
」
と
、
第
三

十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ

る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
例
適
用
配

当
等
の
額
」
と
、
「
の
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
の
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
」
と
、
「
当
該
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
当
該
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
中
「
所
得
割

の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第

十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
第
三
十
八

条
の
三
及
び
第
三
十
八
条
の
四
中
「
所
得
割
の
額

」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一

条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税

の
所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
中
「



の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

同
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
配
当
等
の

額
（
同
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と
、

附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の

所
得
割
の
額
」
と
、
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得

割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附

則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  三 

（
略
） 

 

（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る 

個
人
の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

一 

（
略
） 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十

一
条
の
二
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利 

子
等
の
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、 

第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
附

則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二

の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
各

号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税

総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
（
同
条
第

二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第

三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ

の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

  三 

（
略
） 

所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び

に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
同
項
各
号

中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総

所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第

三
項
に
規
定
す
る
特
定
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条

第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た

第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、

そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第

六
条
の
四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第

一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割

の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
八
の
二
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の

は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の

八
の
二
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割

の
額
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

三 

（
略
） 

 
（
条
約
適
用
利
子
等
及
び
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る 

個
人
の
県
民
税
の
課
税
の
特
例
） 

第
十
一
条
の
二
の
九 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の

九
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
利
子
等
の
額
」

と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八

条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の

四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の

二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第

一
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、

附
則
第
六
条
第
一
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額

」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第

十
一
条
の
二
の
九
第
一
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

利
子
等
の
額
（
同
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ

り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用

が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合

計
額
」
と
す
る
。 

 

三 

（
略
） 



３
・
４ 

（
略
） 

５ 
（
略
） 

一 
（
略
） 

二 
第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
及 

び
附
則
第
六
条
の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、 

第
三
十
八
条
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「

所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三

項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、

第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」

と
あ
る
の
は
「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十

一
条
の
二
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配 

当
等
の
額
」
と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、 

第
三
十
八
条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
及
び
附

則
第
六
条
の
四
第
一
項
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ

る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二

の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の

額
」
と
、
第
三
十
八
条
の
二
第
一
項
後
段
中
「
所

得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及
び
附

則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県

民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
同
条
第
二

項
及
び
附
則
第
六
条
の
五
中
「
所
得
割
の
額
」
と

あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条

の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得

割
の
額
の
合
計
額
」
と
、
附
則
第
六
条
第
一
項
中

「
配
当
等
に
係
る
も
の
」
と
あ
る
の
は
「
配
当
等

に
係
る
も
の
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三

項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
に
係
る
も
の
」

と
、
同
項
各
号
中
「
課
税
総
所
得
金
額
」
と
あ
る

の
は
「
課
税
総
所
得
金
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の

二
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の

額
（
同
条
第
五
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場

合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の
金
額
）
の
合
計
額
」
と

す
る
。 

 

三 

（
略
） 

６ 

（
略
） 

 

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係 

る
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地

方
住
宅
供
給
公
社
又
は
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る

こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
第
三
十
六
条
の
二
の
二
に

規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第

五
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か

ら
令
和
十
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ

る
の
は
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
法

第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の

取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
三
年
三

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

（
略
） 

 

一 

（
略
） 

 

二 

第
三
十
八
条
か
ら
第
三
十
八
条
の
四
ま
で
、
附

則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の
四
第
一
項
、

附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条

の
五
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
第
三
十
八
条

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に

よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条

の
二
第
一
項
中
「
山
林
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は

「
山
林
所
得
金
額
並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の

九
第
三
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
」

と
、
同
項
前
段
、
第
三
十
八
条
の
三
、
第
三
十
八

条
の
四
、
附
則
第
六
条
第
一
項
、
附
則
第
六
条
の

四
第
一
項
及
び
附
則
第
六
条
の
四
の
二
第
一
項
中

「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額
及

び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定
に
よ

る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
」
と
、
第
三
十
八
条
の

二
第
一
項
後
段
中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は

「
所
得
割
の
額
及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第

三
項
の
規
定
に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合

計
額
」
と
、
同
条
第
二
項
及
び
附
則
第
六
条
の
五

中
「
所
得
割
の
額
」
と
あ
る
の
は
「
所
得
割
の
額

並
び
に
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
の
規
定

に
よ
る
県
民
税
の
所
得
割
の
額
の
合
計
額
」
と
、

附
則
第
六
条
第
一
項
中
「
配
当
等
に
係
る
も
の
」

と
あ
る
の
は
「
配
当
等
に
係
る
も
の
及
び
附
則
第

十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
に
規
定
す
る
条
約
適
用

配
当
等
に
係
る
も
の
」
と
、
同
項
各
号
中
「
課
税

総
所
得
金
額
」
と
あ
る
の
は
「
課
税
総
所
得
金
額

及
び
附
則
第
十
一
条
の
二
の
九
第
三
項
に
規
定
す

る
条
約
適
用
配
当
等
の
額
（
同
条
第
五
項
第
一
号

の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
第
三
十
六
条
の

規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
は
、
そ
の
適
用
後
の

金
額
）
の
合
計
額
」
と
す
る
。 

 

三 

（
略
） 

６ 

（
略
） 
 

（
不
動
産
取
得
税
の
新
築
家
屋
の
取
得
の
日
等
に
係 

る
特
例
） 

第
十
二
条
の
二 

独
立
行
政
法
人
都
市
再
生
機
構
、
地

方
住
宅
供
給
公
社
又
は
家
屋
を
新
築
し
て
譲
渡
す
る

こ
と
を
業
と
す
る
者
で
令
第
三
十
六
条
の
二
の
二
に

規
定
す
る
も
の
が
売
り
渡
す
新
築
の
住
宅
に
係
る
第

五
十
六
条
第
二
項
た
だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い

て
は
、
当
該
住
宅
の
新
築
が
平
成
十
年
十
月
一
日
か

ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
項
た
だ
し
書
中
「
六
月
」
と
あ
る

の
は
「
一
年
」
と
す
る
。 

２ 

土
地
が
取
得
さ
れ
、
か
つ
、
当
該
土
地
の
上
に
法

第
七
十
三
条
の
二
十
四
第
一
項
に
規
定
す
る
特
例
適

用
住
宅
が
新
築
さ
れ
た
場
合
に
お
け
る
第
六
十
五
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
土
地
の

取
得
が
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月



月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

同
項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
（
当
該
土

地
を
取
得
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
条
第
一
項
に

規
定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困

難
で
あ
る
場
合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二

項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋
等 

の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例 

） 

第
十
三
条
の
三 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又

は
損
壊
し
た
家
屋
（
福
島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、

又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
被
災
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
そ
の 

他
の
令
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、 

当
該
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
家

屋
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
代
替
家
屋

」
と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

代
替
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税

の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
令

和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
十
一
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該

代
替
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
当
該
被
災
家
屋
の
床

面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、

一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。 

２ 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又
は
損
壊
し
た

家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
（
福
島
県

の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
従
前
の
土
地
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
そ
の 

他
の
令
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項
に
規
定
す
る
者
が
、 

代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す
る
土
地
で
当
該
従
前

の
土
地
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
土
地
の
取

得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
土
地
の
取
得
に
対
し

て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ

い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
令

和
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と

き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
土
地
の
面
積
に
対
す
る
当

該
従
前
の
土
地
の
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を

超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か

ら
控
除
す
る
。 

               

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

項
中
「
二
年
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
年
（
当
該
土
地

を
取
得
し
た
日
か
ら
三
年
以
内
に
同
条
第
一
項
に
規

定
す
る
特
例
適
用
住
宅
が
新
築
さ
れ
る
こ
と
が
困
難

で
あ
る
場
合
と
し
て
令
附
則
第
六
条
の
十
八
第
二
項

に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
四
年
）
」
と
す
る
。 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
家
屋
の
代
替
家
屋
等 

の
取
得
に
係
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
特
例 

） 

第
十
三
条
の
三 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
滅
失
し
、
又

は
損
壊
し
た
家
屋
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い

て
「
被
災
家
屋
」
と
い
う
。
）
の
所
有
者
そ
の
他
の

令
附
則
第
三
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す
る
者
が
、
当

該
被
災
家
屋
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
家
屋

（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「
代
替
家
屋
」

と
い
う
。
）
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
代

替
家
屋
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の

課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和 

八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、 

価
格
に
当
該
代
替
家
屋
の
床
面
積
に
対
す
る
当
該
被

災
家
屋
の
床
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え

る
場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控

除
す
る
。 

 ２ 

被
災
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
さ
れ
て
い
た
土
地
（

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
従
前
の
土
地
」
と
い
う
。

）
の
所
有
者
そ
の
他
の
令
附
則
第
三
十
一
条
第
二
項

に
規
定
す
る
者
が
、
代
替
家
屋
の
敷
地
の
用
に
供
す

る
土
地
で
当
該
従
前
の
土
地
に
代
わ
る
も
の
と
知
事

が
認
め
る
土
地
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該

土
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課

税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
令
和
八

年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

価
格
に
当
該
土
地
の
面
積
に
対
す
る
当
該
従
前
の
土

地
の
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る
場
合 

は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。 

   

３ 

東
日
本
大
震
災
に
よ
り
耕
作
又
は
養
畜
の
用
に
供

す
る
こ
と
が
困
難
と
な
つ
た
農
用
地
（
農
業
経
営
基

盤
強
化
促
進
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

農
用
地
を
い
う
。
以
下
こ
の
項
及
び
第
六
項
に
お
い

て
同
じ
。
）
で
あ
る
と
農
業
委
員
会
（
農
業
委
員
会

等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
八
十
八

号
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
又
は
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
農
業
委
員
会
を
置
か
な
い
市
町
村
に
あ
つ
て

は
、
市
町
村
長
）
が
認
め
る
も
の
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
被
災
農
用
地
」
と
い
う
。
）
の
平
成
二
十

三
年
三
月
十
一
日
に
お
け
る
所
有
者
（
農
業
を
営
む

者
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
令
附
則
第
三
十
一
条
第
三

項
で
規
定
す
る
者
が
、
当
該
被
災
農
用
地
に
代
わ
る

も
の
と
知
事
が
認
め
る
農
用
地
の
取
得
を
し
た
場
合

に
お
け
る
当
該
農
用
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不



      

３
・
４ 

（
略
） 

５ 

居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
に
お
い
て
当
該
居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い

た
農
用
地
（
基
盤
強
化
法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
に

規
定
す
る
農
用
地
を
い
う
。
）
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
対
象
区
域
内
農
用
地
」
と
い
う
。
）
の
同
日

に
お
け
る
所
有
者
（
農
業
を
営
む
者
に
限
る
。
）
そ

の
他
の
令
附
則
第
三
十
一
条
第
五
項
に
規
定
す
る
者

が
、
当
該
対
象
区
域
内
農
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
知

事
が
認
め
る
農
用
地
の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る

当
該
農
用
地
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得

税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が

同
日
か
ら
当
該
居
住
困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る

旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過

す
る
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格

に
当
該
農
用
地
の
面
積
に
対
す
る
当
該
対
象
区
域
内

農
用
地
の
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る

場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除

す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２―

７ 

（
略
） 

８ 

鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
を
営
む
者
（
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

転
換
等
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
五
十
四
年
法
律
第
四

十
九
号
）
第
百
五
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る

特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
同
法
第
百
二
十
九
条
第

二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
旅
客
輸
送
事
業
者

に
限
る
。
）
の
う
ち
法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
八
第

一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者
が
、
令
和
九
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
適
用
を
受
け
て
製
造
を

行
つ
た
炭
化
水
素
油
で
あ
る
軽
油
を
鉄
道
用
車
両
又

は
軌
道
用
車
両
の
動
力
源
に
供
す
る
た
め
自
ら
消
費

す
る
場
合
に
は
、
当
該
軽
油
の
消
費
に
つ
い
て
は
、

第
百
五
条
第
一
項
（
第
五
号
（
軽
油
の
消
費
に
係
る

部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引
取
税
を
課
さ
な
い
も
の
と

す
る
。 

  

第
十
七
条
か
ら
第
十
八
条
の
二
ま
で 

削
除 

       

動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当

該
取
得
が
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ

た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
農
用
地
の
面
積
に
対

す
る
当
該
被
災
農
用
地
の
面
積
の
割
合
（
当
該
割
合

が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
乗
じ
て
得
た
額
を

価
格
か
ら
控
除
す
る
。 

４
・
５ 

（
略
） 

６ 

居
住
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
に
お
い
て
当
該
居
住
困
難
区
域
内
に
所
在
し
て
い

た
農
用
地
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
対
象
区
域
内

農
用
地
」
と
い
う
。
）
の
同
日
に
お
け
る
所
有
者
（

農
業
を
営
む
者
に
限
る
。
）
そ
の
他
の
令
附
則
第
三

十
一
条
第
六
項
に
規
定
す
る
者
が
、
当
該
対
象
区
域

内
農
用
地
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
農
用
地

の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
け
る
当
該
農
用
地
の
取
得

に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
の
課
税
標
準
の
算

定
に
つ
い
て
は
、
当
該
取
得
が
同
日
か
ら
当
該
居
住

困
難
区
域
の
指
定
を
解
除
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た

日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
経
過
す
る
日
ま
で
の
間
に

行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
価
格
に
当
該
農
用
地
の
面

積
に
対
す
る
当
該
対
象
区
域
内
農
用
地
の
面
積
の
割

合
（
当
該
割
合
が
一
を
超
え
る
場
合
は
、
一
）
を
乗

じ
て
得
た
額
を
価
格
か
ら
控
除
す
る
。 

   

（
軽
油
引
取
税
の
課
税
免
除
の
特
例
） 

第
十
六
条 

（
略
） 

２―

７ 

（
略
） 

８ 

鉄
道
事
業
又
は
軌
道
事
業
を
営
む
者
（
エ
ネ
ル
ギ

ー
の
使
用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の

転
換
等
に
関
す
る
法
律
第
百
五
条
第
二
項
た
だ
し
書

に
規
定
す
る
特
定
貨
物
輸
送
事
業
者
又
は
同
法
第
百

二
十
九
条
第
二
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
特
定
旅
客

輸
送
事
業
者
に
限
る
。
）
の
う
ち
法
附
則
第
十
二
条

の
二
の
七
の
二
第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
た
者

が
、
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
、
当
該
適
用

を
受
け
て
製
造
を
行
つ
た
炭
化
水
素
油
で
あ
る
軽
油

を
鉄
道
用
車
両
又
は
軌
道
用
車
両
の
動
力
源
に
供
す

る
た
め
自
ら
消
費
す
る
場
合
に
は
、
当
該
軽
油
の
消

費
に
つ
い
て
は
、
第
百
五
条
第
一
項
（
第
五
号
（
軽

油
の
消
費
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
に
係
る
部
分
に

限
る
。
）
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
軽
油
引
取
税
を

課
さ
な
い
も
の
と
す
る
。 

  

（
軽
油
引
取
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
七
条 

軽
油
引
取
税
の
税
率
は
、
第
百
八
条
の
規

定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
分
の
間
、
一
キ
ロ
リ
ッ
ト
ル

に
つ
き
、
三
万
二
千
百
円
と
す
る
。 

  

（
揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税 

率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
） 

第
十
七
条
の
二 

前
条
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に

お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第
八
十
九
条
第
一
項
の



                                                       

規
定
に
よ
る
告
示
の
日
の
属
す
る
月
の
翌
月
の
初
日

以
後
に
第
百
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定

す
る
軽
油
の
引
取
り
、
同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水

素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料

炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油

の
消
費
若
し
く
は
第
百
五
条
第
一
項
各
号
の
軽
油
の

消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は

同
日
以
後
に
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
第

百
四
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
つ
た
場
合

に
お
け
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い
て
は
、
前
条
の
規
定

の
適
用
を
停
止
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
前
条
の
規
定
の
適
用
が
停
止

さ
れ
て
い
る
場
合
に
お
い
て
、
租
税
特
別
措
置
法
第

八
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
告
示
の
日
の
属
す

る
月
の
翌
月
の
初
日
以
後
に
第
百
四
条
第
一
項
若
し

く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引
取
り
、
同
条
第

三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の

軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第

五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
第
百
五
条
第

一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡
若
し
く
は
輸
入
が

行
わ
れ
た
場
合
又
は
同
日
以
後
に
軽
油
引
取
税
の
特

別
徴
収
義
務
者
が
第
百
四
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当

す
る
に
至
つ
た
場
合
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
に
つ
い

て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
前
条
の
規
定

を
適
用
す
る
。 

 

（
揮
発
油
価
格
高
騰
時
に
お
け
る
軽
油
引
取
税
の
税 

率
の
特
例
規
定
の
適
用
停
止
措
置
の
停
止
） 

第
十
七
条
の
三 

前
条
の
規
定
は
、
東
日
本
大
震
災
の

被
災
者
等
に
係
る
国
税
関
係
法
律
の
臨
時
特
例
に
関

す
る
法
律
第
四
十
四
条
の
別
に
法
律
で
定
め
る
日
ま

で
の
間
、
そ
の
適
用
を
停
止
す
る
。 

 

第
十
八
条 

削
除 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
二 

知
事
は
、
当
分
の
間
、
納
付
す
べ
き

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が

あ
る
こ
と
を
第
百
十
四
条
の
五
第
一
項
の
納
期
限
（

納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ

た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、

当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段

（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請
に
必
要
な
情
報

を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不

正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認

定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣

が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ

と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当
該
申
請
を
し
た

者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
当
該
不
足
額
に
係
る
自

動
車
に
つ
い
て
法
第
百
六
十
一
条
第
一
項
に
規
定
す

る
申
告
書
を
提
出
す
べ
き
当
該
自
動
車
の
取
得
者
と

み
な
し
て
、
法
第
百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
そ
の

他
の
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
関
す
る
規
定
（
法 

第
百
七
十
一
条
及
び
第
百
七
十
二
条
の
規
定
を
除
く
。 



                                                       

）
を
適
用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
法
第

百
六
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
決
定
に
よ
り
納

付
す
べ
き
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
額
は
、
前
項

の
不
足
額
に
、
こ
れ
に
百
分
の
三
十
五
の
割
合
を
乗

じ
て
計
算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
二
の
二 

営
業
用
の
自
動
車
（
第
百
十
三

条
第
一
項
の
自
動
車
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
対

す
る
第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
及
び
第
二
項
（
こ
れ

ら
の
規
定
を
同
条
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
に
お
い

て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
並
び
に
同
条
第
三
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
分
の
間
、
次
の
表

の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲

げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字

句
と
す
る
。 

第
一
項
（

第
四
項
か

ら
第
六
項

ま
で
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含
む
。

） 

百
分
の
一 

百
分
の
〇
・
五 

第
二
項
（

第
四
項
か

ら
第
六
項

ま
で
に
お

い
て
準
用

す
る
場
合

を
含
む
。

） 

百
分
の
二 

百
分
の
一 

第
三
項 

百
分
の
三 

百
分
の
二 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
自 

動
車
等
の
取
得
に
対
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割 

の
納
税
義
務
の
免
除
等
） 

第
十
八
条
の
二
の
三 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
第
一
号
に
規
定
す
る

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及

び
附
則
第
十
八
条
の
三
の
三
に
お
い
て
同
じ
。
）
内

の
法
附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
自 

動
車
等
（
以
下
「
対
象
区
域
内
自
動
車
等
」
と
い
う
。 

）
の
当
該
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指
定
す
る
旨

の
公
示
が
あ
つ
た
日
に
お
け
る
所
有
者
（
第
百
十
三

条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
に
は
、
同
項
に
規

定
す
る
買
主
）
そ
の
他
の
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四

項
に
規
定
す
る
者
が
対
象
区
域
内
自
動
車
等
以
外
の

自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
附
則
第
十
八
条
の
三
の

三
第
一
項
に
お
い
て
「
他
の
自
動
車
」
と
い
う
。
）

の
取
得
を
し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
他
の
自
動
車

の
取
得
を
し
た
後
に
、
対
象
区
域
内
自
動
車
等
が
法

附
則
第
五
十
三
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
自
動
車



                                                       

等
で
令
附
則
第
三
十
二
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の

（
以
下
「
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等
自
動
車
等
」
と

い
う
。
）
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
り
、
か
つ
、
当
該

取
得
し
た
他
の
自
動
車
を
対
象
区
域
内
用
途
廃
止
等 

自
動
車
等
に
代
わ
る
も
の
と
知
事
が
認
め
る
と
き
は
、 

当
該
他
の
自
動
車
の
取
得
が
同
日
か
ら
令
和
三
年
三

月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、

当
該
他
の
自
動
車
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環 

境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。 

２ 

自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収

し
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
税
の
環
境
性
能

割
に
つ
い
て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な

つ
た
と
き
は
、
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定

す
る
者
の
申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
徴
収
金
を
還
付

す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
非
課
税
に
係
る
路
線 

） 

第
十
八
条
の
二
の
四 

法
附
則
第
十
二
条
の
二
の
十
第

一
項
に
規
定
す
る
条
例
で
定
め
る
路
線
は
、
国
が
地

域
公
共
交
通
の
確
保
及
び
維
持
の
た
め
に
交
付
す
る

車
両
購
入
に
係
る
補
助
金
を
受
け
て
取
得
し
た
一
般

乗
合
用
バ
ス
（
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
に

規
定
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
を
い
う
。
以
下
こ
の
条

に
お
い
て
同
じ
。
）
が
運
行
さ
れ
て
い
る
路
線
で
、

か
つ
、
知
事
が
地
域
住
民
の
生
活
に
必
要
な
路
線
に

係
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
の
運
行
の
確
保
を
図
る
た
め

に
交
付
す
る
補
助
金
の
対
象
で
あ
る
路
線
と
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
の
課
税
標
準
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
二
の
五 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ

に
規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経

営
す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す

る
路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
又
は
同
法

第
三
条
第
一
号
ロ
に
規
定
す
る
一
般
貸
切
旅
客
自
動

車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の
事
業
の
用
に
供

す
る
自
動
車
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「

路
線
バ
ス
等
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
乗
降
口
か
ら

車
椅
子
を
固
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
設
備
ま
で
の
通

路
に
段
が
な
い
も
の
（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第

四
条
の
十
一
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
最
初
の
第
百
十
三
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
新

規
登
録
（
以
下
こ
の
条
か
ら
附
則
第
十
八
条
の
三
の

二
ま
で
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。
）

を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
十
四
条
の
規
定
の
適

用
に
つ
い
て
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等
の
取
得
が
令
和 

九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、 

同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。 

）
か
ら
千
万
円
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
二
十
八
年
法
律
第
九
十



                                                       

一
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
基
本
方
針
（

次
項
第
一
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
「
基

本
方
針
」
と
い
う
。
）
に
令
和
七
年
度
ま
で
に
導

入
す
る
台
数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車

に
該
当
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化
の
促

進
に
関
す
る
法
律
第
八
条
第
一
項
に
規
定
す
る
公

共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
（
次
項
第
二
号
及
び

第
三
項
第
二
号
に
お
い
て
「
公
共
交
通
移
動
等
円

滑
化
基
準
」
と
い
う
。
）
で
地
方
税
法
施
行
規
則

附
則
第
四
条
の
十
一
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に

適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

２ 

路
線
バ
ス
等
の
う
ち
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
に
も

該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
車
椅
子
を
使
用
し
た
ま
ま

円
滑
に
乗
降
す
る
た
め
の
昇
降
機
を
備
え
る
も
の
（

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
三
項
に

規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
で
初
回
新
規
登
録
を
受

け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
十
四
条
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
当
該
路
線
バ
ス
等
の
取
得
が
令
和
九
年

三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た
と
き
に
限
り
、
同

条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
い
う
。

）
か
ら
六
百
五
十
万
円
（
乗
車
定
員
三
十
人
以
上
の

附
則
第
十
八
条
の
二
の
五
第
二
項
に
規
定
す
る
路
線

バ
ス
等
の
う
ち
、
道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
イ
に

規
定
す
る
一
般
乗
合
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営

す
る
者
が
同
法
第
五
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る

路
線
定
期
運
行
の
用
に
供
す
る
自
動
車
（
空
港
法
（

昭
和
三
十
一
年
法
律
第
八
十
号
）
第
二
条
に
規
定
す

る
空
港
又
は
空
港
法
施
行
令
（
昭
和
三
十
一
年
政
令

第
二
百
三
十
二
号
）
附
則
第
二
条
に
規
定
す
る
飛
行

場
を
起
点
又
は
終
点
と
す
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行

規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の

に
限
る
。
）
に
あ
つ
て
は
八
百
万
円
と
し
、
乗
車
定

員
三
十
人
未
満
の
附
則
第
十
八
条
の
二
の
五
第
二
項

に
規
定
す
る
路
線
バ
ス
等
に
あ
つ
て
は
二
百
万
円
と

す
る
。
）
を
控
除
し
て
得
た
額
」
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
令
和
七
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台

数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
五
項
に
規
定
す
る

も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

３ 

道
路
運
送
法
第
三
条
第
一
号
ハ
に
規
定
す
る
一
般

乗
用
旅
客
自
動
車
運
送
事
業
を
経
営
す
る
者
が
そ
の

事
業
の
用
に
供
す
る
乗
用
車
の
う
ち
、
次
の
各
号
の

い
ず
れ
に
も
該
当
す
る
も
の
で
あ
つ
て
そ
の
構
造
及

び
設
備
が
高
齢
者
、
障
害
者
等
の
移
動
等
の
円
滑
化

の
促
進
に
関
す
る
法
律
第
二
条
第
一
号
に
規
定
す
る 

高
齢
者
、
障
害
者
等
（
第
三
号
に
お
い
て
「
高
齢
者
、 

障
害
者
等
」
と
い
う
。
）
の
移
動
上
の
利
便
性
を
特

に
向
上
さ
せ
る
も
の
（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第

四
条
の
十
一
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
十

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
乗
用
車
の

取
得
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た



                                       

（
自
動
車
税
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
三 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気

自
動
車
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機

関
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
次
項
第
一
号
並
び
に

次
条
第
一
項
及
び
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
天

然
ガ
ス
自
動
車
（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
地
方
税
法
施
行 

規
則
附
則
第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

次
項
第
二
号
及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、

メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
（
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内
燃
機

関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
地
方
税
法
施
行 

規
則
附
則
第
五
条
第
二
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
混
合
メ
タ
ノ
ー

ル
自
動
車
（
メ
タ
ノ
ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も

の
と
の
混
合
物
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条

第
三
項
に
規
定
す
る
も
の
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し

と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
百
万
円
を
控
除
し
て
得
た

額
」
と
す
る
。 

一 

基
本
方
針
に
令
和
七
年
度
ま
で
に
導
入
す
る
台

数
が
目
標
と
し
て
定
め
ら
れ
た
自
動
車
に
該
当
す

る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

二 

公
共
交
通
移
動
等
円
滑
化
基
準
で
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
七
項
に
規
定
す
る

も
の
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

三 

高
齢
者
、
障
害
者
等
を
含
む
全
て
の
利
用
者
の

移
動
上
の
利
便
性
を
向
上
さ
せ
る
機
能
を
有
す
る

構
造
及
び
設
備
が
特
に
優
れ
た
も
の
と
し
て
国
土

交
通
大
臣
が
認
め
た
も
の
で
あ
る
こ
と
。 

４ 

乗
用
車
（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十

一
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
、
バ
ス

（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
十
二

項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
車
両
総
重
量

（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規
定
す
る

車
両
総
重
量
を
い
う
。
）
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
る

ト
ラ
ッ
ク
（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
四
条
の
十

一
第
九
項
に
規
定
す
る
被
け
ん
引
自
動
車
を
除
く
。

）
で
あ
つ
て
、
同
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
り
令
和
七
年
九
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き

も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
前
方
障
害
物
と
の
衝
突
に

対
す
る
安
全
性
の
向
上
を
図
る
た
め
の
装
置
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御
装
置

」
と
い
う
。
）
に
係
る
保
安
上
又
は
公
害
防
止
そ
の

他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規

則
附
則
第
四
条
の
十
一
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に

適
合
す
る
も
の
の
う
ち
、
衝
突
被
害
軽
減
制
動
制
御

装
置
を
備
え
る
も
の
（
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第

四
条
の
十
一
第
十
項
に
規
定
す
る
も
の
に
限
る
。
）

で
初
回
新
規
登
録
を
受
け
る
も
の
に
対
す
る
第
百
十

四
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
の

取
得
が
令
和
九
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
行
わ
れ
た

と
き
に
限
り
、
同
条
中
「
と
い
う
。
）
」
と
あ
る
の

は
、
「
と
い
う
。
）
か
ら
百
七
十
五
万
円
を
控
除
し

て
得
た
額
」
と
す
る
。 
 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
三 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
（
電
気

自
動
車
（
電
気
を
動
力
源
と
す
る
自
動
車
で
内
燃
機

関
を
有
し
な
い
も
の
を
い
う
。
次
項
第
一
号
及
び
次

条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
天
然
ガ
ス
自
動
車

（
専
ら
可
燃
性
天
然
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し

て
用
い
る
自
動
車
で
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の

二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
二
号

及
び
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
メ
タ
ノ
ー

ル
自
動
車
（
専
ら
メ
タ
ノ
ー
ル
を
内
燃
機
関
の
燃
料

と
し
て
用
い
る
自
動
車
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則

第
五
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
条
第

三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動

車
（
メ
タ
ノ
ー
ル
と
メ
タ
ノ
ー
ル
以
外
の
も
の
と
の

混
合
物
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
二
項

に
規
定
す
る
も
の
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い 



て
用
い
る
自
動
車
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

を
い
う
。
次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ガ

ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併

用
自
動
車
（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て

電
気
そ
の
他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第

四
項
に
規
定
す
る
も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も

の
で
あ
つ
て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を

備
え
て
い
る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和

四
十
三
年
法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に

規
定
す
る
自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す

る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
第
五
項

に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
第
一
号
及
び
次
条
第
三

項
に
お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
自
家
用
の
乗
用
車
（

三
輪
の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
同
条
に

お
い
て
同
じ
。
）
、
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ

⑴
に
規
定
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
、
被
け
ん
引
自
動

車
及
び
同
項
第
五
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除

く
。
）
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の

年
度
分
の
自
動
車
税
に
係
る
第
百
十
五
条
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
条

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
ガ
ソ
リ
ン
を
内
燃
機
関
の

燃
料
と
し
て
用
い
る
自
動
車
を
い
う
。
第
三
項
第

一
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
又
は
石
油
ガ
ス
自
動
車

（
液
化
石
油
ガ
ス
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用

い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自

動
車
（
電
力
併
用
自
動
車
の
う
ち
、
動
力
源
と
し

て
用
い
る
電
気
を
外
部
か
ら
充
電
す
る
機
能
を
備

え
て
い
る
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五

条
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。
次
号
、
次

項
第
三
号
及
び
第
三
項
第
一
号
に
お
い
て
同
じ
。

）
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
同
項
第
二
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
で
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日

ま
で
に
最
初
の
道
路
運
送
車
両
法
第
七
条
第
一
項

に
規
定
す
る
新
規
登
録
（
以
下
こ
の
条
及
び
次
条

第
一
項
に
お
い
て
「
初
回
新
規
登
録
」
と
い
う
。

）
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る

年
度 

二 

軽
油
自
動
車
（
軽
油
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し

て
用
い
る
自
動
車
を
い
い
、
充
電
機
能
付
電
力
併

用
自
動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
第
三
項
第

三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
そ
の
他
の
前
号
に
掲
げ

る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成
二
十
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の 

 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か
ら
起
算
し
て
十

二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年
度 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
十
五
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
七
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回

新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分

の
自
動
車
税
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同

る
自
動
車
で
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
を
い
う
。 

次
条
第
三
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
及
び
ガ
ソ
リ
ン
を

内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用
自
動
車

（
内
燃
機
関
を
有
す
る
自
動
車
で
併
せ
て
電
気
そ
の

他
の
地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
も
の
を
動
力
源
と
し
て
用
い
る
も
の
で
あ
つ

て
、
廃
エ
ネ
ル
ギ
ー
を
回
収
す
る
機
能
を
備
え
て
い

る
こ
と
に
よ
り
大
気
汚
染
防
止
法
（
昭
和
四
十
三
年

法
律
第
九
十
七
号
）
第
二
条
第
十
七
項
に
規
定
す
る

自
動
車
排
出
ガ
ス
の
排
出
の
抑
制
に
資
す
る
も
の
で

地
方
税
法
施
行
規
則
第
九
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す

る
も
の
を
い
う
。
次
項
第
三
号
及
び
次
条
第
三
項
に

お
い
て
同
じ
。
）
並
び
に
自
家
用
の
乗
用
車
（
三
輪

の
小
型
自
動
車
で
あ
る
も
の
を
除
く
。
同
条
に
お
い

て
同
じ
。
）
、
第
百
十
五
条
第
一
項
第
三
号
イ
⑴
に

規
定
す
る
一
般
乗
合
用
バ
ス
、
被
け
ん
引
自
動
車
及

び
同
項
第
五
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
自
動
車
を
除
く
。

）
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以
後
の
年
度

分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
百
十
五
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

第
百
十
四
条
の
二
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
次
項
第
四
号
及
び
第
三
項
第

一
号
に
お
い
て
「
ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
」
と
い
う
。

）
又
は
同
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
石
油
ガ

ス
自
動
車
（
次
項
第
五
号
及
び
第
三
項
第
二
号
に

お
い
て
「
石
油
ガ
ス
自
動
車
」
と
い
う
。
）
で
平

成
二
十
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登

録
を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日

か
ら
起
算
し
て
十
四
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る

年
度 

        二 

法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
に
規
定
す
る

軽
油
自
動
車
（
次
項
第
六
号
及
び
第
三
項
第
三
号

に
お
い
て
「
軽
油
自
動
車
」
と
い
う
。
）
そ
の
他

の
前
号
に
掲
げ
る
自
動
車
以
外
の
自
動
車
で
平
成

二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
に
初
回
新
規
登
録

を
受
け
た
も
の 

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
か

ら
起
算
し
て
十
二
年
を
経
過
し
た
日
の
属
す
る
年

度 

（
略
） 

２ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
に
対
す
る
第
百
十
五
条
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
自
動
車
が
令
和
四
年

四
月
一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間

に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
当
該
初
回

新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す
る
年
度
の
翌
年
度
分

の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、
次
の
表
の
上
欄
に



条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ

ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 
（
略
） 

二 
天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年

十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
自
動
車
排
出
ガ
ス
に
係
る
保
安
上
又

は
公
害
防
止
そ
の
他
の
環
境
保
全
上
の
技
術
基
準

（
以
下
こ
の
号
及
び
次
項
各
号
に
お
い
て
「
排
出

ガ
ス
保
安
基
準
」
と
い
う
。
）
で
地
方
税
法
施
行

規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の

に
適
合
す
る
も
の
又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月

一
日
（
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
条
第
三
号
に
規

定
す
る
車
両
総
重
量
が
三
・
五
ト
ン
を
超
え
十
二

ト
ン
以
下
の
天
然
ガ
ス
自
動
車
に
あ
つ
て
は
、
平

成
二
十
二
年
十
月
一
日
）
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ

き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準

で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二
項

に
規
定
す
る
も
の
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
平

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に

適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成

二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も
の
で
地
方
税

法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す

る
も
の 

三 

（
略
） 

                            

掲
げ
る
同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句 

は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

（
略
） 

二 

天
然
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法

第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年

十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て

定
め
ら
れ
た
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
二
号
イ

に
規
定
す
る
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
も

の
に
適
合
す
る
も
の
又
は
同
号
ロ
に
規
定
す
る
平

成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
（
以
下
こ
の
号
に

お
い
て
「
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
」
と

い
う
。
）
に
適
合
し
、
か
つ
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
二
十
一
年
天
然
ガ
ス
車
基
準
に
定
め

る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
十
分
の
九
を
超
え
な
い
も

の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
二

項
に
規
定
す
る
も
の 

         

三 

（
略
） 

四 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
に
限
る
。 

）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成

三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
一
号

に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基

準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
同
条
第
一
項
第
四
号
イ
⑴

に
規
定
す

る
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
（
次
項

第
一
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中

量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
同
条
第
一
項
第
四
号
イ

⑵
に
規
定
す
る
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項
に
お
い
て
「

令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と

い
う
。
）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以

上
か
つ
同
号
イ
⑶
に
規
定
す
る
令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
及
び
次
項

に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
も

の 

五 

石
油
ガ
ス
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
に
限
る
。 

）
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
法
第
百
四

十
九
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成

三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項
第
二
号

に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基



                         
 

（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車

に
対
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
当
該
営
業
用
の
乗
用
車
が
令
和
七
年
四
月

一
日
か
ら
令
和
八
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初

回
新
規
登
録
を
受
け
た
場
合
に
は
、
令
和
八
年
度
分

の
自
動
車
税
に
限
り
、
前
項
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る

同
条
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ

れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

   

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
（
充
電
機
能
付
電
力
併
用
自

動
車
に
該
当
す
る
も
の
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
窒

素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十

一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一

日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則

附
則
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定

め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い

も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車

両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十

七
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と

し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税

法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規
定
す

る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一

を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
の
使

用
の
合
理
化
及
び
非
化
石
エ
ネ
ル
ギ
ー
へ
の
転
換

等
に
関
す
る
法
律
第
百
五
十
一
条
第
一
号
イ
に
規

準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の

二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の

排
出
量
が
同
条
第
一
項
第
五
号
イ
⑴

に
規
定
す

る
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
（
次
項

第
二
号
に
お
い
て
「
平
成
十
七
年
石
油
ガ
ス
軽
中

量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
窒
素
酸
化
物

の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
四
項
に
規
定
す
る
も
の 

六 

軽
油
自
動
車
（
営
業
用
の
乗
用
車
に
限
る
。
）

の
う
ち
、
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
第
六
号
イ
⑴

に
規
定
す
る
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
（

次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中

量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
又
は
同
条
第
一
項
第
六

号
イ
⑴
に
規
定
す
る
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量

車
基
準
（
次
項
第
三
号
に
お
い
て
「
平
成
二
十
一

年
軽
油
軽
中
量
車
基
準
」
と
い
う
。
）
に
適
合
す

る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令

和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分

の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年

度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地

方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
五
項
に
規

定
す
る
も
の 

（
略
） 

３ 

次
に
掲
げ
る
自
動
車
の
う
ち
、
営
業
用
の
乗
用
車

（
前
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
も
の
を
除
く
。
）

に
対
す
る
第
百
十
五
条
第
一
項
第
一
号
イ
及
び
第
四

号
イ
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
営
業
用
の

乗
用
車
が
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
七
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
場

合
に
は
、
当
該
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
日
の
属
す 

る
年
度
の
翌
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
限
り
、 

次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中

欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲

げ
る
字
句
と
す
る
。 

一 

ガ
ソ
リ
ン
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に

定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七

年
ガ
ソ
リ
ン
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化 

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
六
項
に
規
定
す
る
も
の 

      



定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
項
に

お
い
て
「
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。
）

が
同
法
第
百
四
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
機
器
等
製
造
事
業
者

等
の
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
勘
案
し
て

地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
六
項
に

規
定
す
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
（
以
下
こ
の
号

に
お
い
て
「
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い

う
。
）
で
あ
つ
て
令
和
十
二
年
度
以
降
の
各
年
度

に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら

れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号
に
お
い
て
「
令
和 

十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
」
と
い
う
。 

）
に
百
分
の
九
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ

基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
で
あ
つ
て
令
和
二
年

度
以
降
の
各
年
度
に
お
い
て
適
用
さ
れ
る
べ
き
も

の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
も
の
（
次
号
及
び
第
三
号

に
お
い
て
「
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
」
と
い
う
。
）
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法
施

行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
も

の 

二 

石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス

保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の

二
第
八
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め
る
窒
素
酸
化

物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
又
は
窒
素

酸
化
物
の
排
出
量
が
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
十
七
年
十
月
一
日

以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ

た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
九
項
に
規
定
す
る
も
の
に
定
め

る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も

の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十

二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九

十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基

準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地
方
税

法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
項
に
規
定
す

る
も
の 

三 

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
道
路
運
送
車
両
法
第
四

十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
平
成
三
十
年
十
月

一
日
以
降
に
適
用
さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め

ら
れ
た
排
出
ガ
ス
保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規

則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
一
項
に
規
定
す
る
も
の

又
は
道
路
運
送
車
両
法
第
四
十
一
条
第
一
項
の
規

定
に
よ
り
平
成
二
十
一
年
十
月
一
日
以
降
に
適
用

さ
れ
る
べ
き
も
の
と
し
て
定
め
ら
れ
た
排
出
ガ
ス

保
安
基
準
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の

二
第
十
二
項
に
規
定
す
る
も
の
に
適
合
す
る
も
の

で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二

年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
九
十

を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法

施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
第
十
三
項
に
規
定
す

る
も
の 

                  
  

二 
石
油
ガ
ス
自
動
車
の
う
ち
、
窒
素
酸
化
物
の
排

出
量
が
平
成
三
十
年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に

定
め
る
窒
素
酸
化
物
の
値
の
二
分
の
一
を
超
え
な

い
も
の
又
は
窒
素
酸
化
物
の
排
出
量
が
平
成
十
七

年
石
油
ガ
ス
軽
中
量
車
基
準
に
定
め
る
窒
素
酸
化 

物
の
値
の
四
分
の
一
を
超
え
な
い
も
の
で
あ
つ
て
、 

エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ

ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得

た
数
値
以
上
か
つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー

消
費
効
率
以
上
の
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附

則
第
五
条
の
二
第
七
項
に
規
定
す
る
も
の 

        三 

軽
油
自
動
車
の
う
ち
、
平
成
三
十
年
軽
油
軽
中

量
車
基
準
又
は
平
成
二
十
一
年
軽
油
軽
中
量
車
基

準
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
つ
て
、
エ
ネ
ル
ギ
ー
消

費
効
率
が
令
和
十
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費

効
率
に
百
分
の
七
十
を
乗
じ
て
得
た
数
値
以
上
か

つ
令
和
二
年
度
基
準
エ
ネ
ル
ギ
ー
消
費
効
率
以
上

の
も
の
で
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二

第
八
項
に
規
定
す
る
も
の 

        



                   第
十
八
条
の
三
の
二 

令
和
元
年
十
月
一
日
の
前
日
ま

で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
及

び
第
百
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
自

動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
家
用
の
乗
用
車

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
広
島
県
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
号
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例

」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
九
年
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
に
規
定
す
る
自
動

車
税
を
課
さ
れ
た
も
の
（
同
日
ま
で
に
初
回
新
規
登

録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十

八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
第
百
四
十
六
条
そ
の
他
の
地
方
税
に

関
す
る
法
律
及
び
平
成
二
十
九
年
改
正
前
の
広
島
県

税
条
例
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年

改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を

課
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
日
ま
で

に
法
の
施
行
地
外
に
お
い
て
道
路
運
送
車
両
法
第
二

条
第
五
項
に
規
定
す
る
運
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し

て
地
方
税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
の
二
に
規

定
す
る
も
の
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自
家
用

の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
に

初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自

動
車
税
の
税
率
は
、
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に

か
か
わ
ら
ず
、
一
台
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ

る
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号

に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用

車
等
（
電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ

ー
ル
自
動
車
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ガ
ソ

第
一
号
イ 

七
千
五
百
円 

四
千
円 

 

八
千
五
百
円 

四
千
五
百
円 

 

九
千
五
百
円 

五
千
円 

一
万
三
千
八

百
円 

七
千
円 

一
万
五
千
七

百
円 

八
千
円 

一
万
七
千
九

百
円 

九
千
円 

二
万
五
百
円 

一
万
五
百
円 

二
万
三
千
六

百
円 

一
万
二
千
円 

二
万
七
千
二

百
円 

一
万
四
千
円 

四
万
七
百
円 

二
万
五
百
円 

第
四
号
イ 

四
千
五
百
円 

二
千
五
百
円 

 

第
十
八
条
の
三
の
二 

令
和
元
年
十
月
一
日
の
前
日
ま

で
に
初
回
新
規
登
録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
及

び
第
百
十
五
条
第
一
項
第
五
号
ロ
⑵
に
規
定
す
る
自

動
車
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
自
家
用
の
乗
用
車

等
」
と
い
う
。
）
で
あ
つ
て
広
島
県
税
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例
等
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平

成
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
三
号
）
第
三
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
「
平
成
二
十
九
年
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例

」
と
い
う
。
）
第
百
十
三
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二

十
九
年
改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
に
規
定
す
る
自
動

車
税
を
課
さ
れ
た
も
の
（
同
日
ま
で
に
初
回
新
規
登

録
を
受
け
た
自
家
用
の
乗
用
車
等
で
あ
つ
て
、
地
方

税
法
等
の
一
部
を
改
正
す
る
等
の
法
律
（
平
成
二
十

八
年
法
律
第
十
三
号
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正

前
の
地
方
税
法
第
百
四
十
六
条
そ
の
他
の
地
方
税
に

関
す
る
法
律
及
び
平
成
二
十
九
年
改
正
前
の
広
島
県

税
条
例
第
百
十
四
条
の
規
定
に
よ
り
平
成
二
十
九
年

改
正
前
の
広
島
県
税
条
例
に
規
定
す
る
自
動
車
税
を

課
さ
れ
な
か
つ
た
も
の
を
含
む
。
）
又
は
同
日
ま
で

に
法
の
施
行
地
外
に
お
い
て
法
第
百
四
十
六
条
第
二

項
に
規
定
す
る
運
行
に
相
当
す
る
も
の
と
し
て
地
方

税
法
施
行
規
則
附
則
第
五
条
の
二
の
二
に
規
定
す
る

も
の
の
用
に
供
さ
れ
た
こ
と
が
あ
る
自
家
用
の
乗
用

車
等
で
あ
つ
て
令
和
元
年
十
月
一
日
以
後
に
初
回
新

規
登
録
を
受
け
た
も
の
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税

の
種
別
割
の
税
率
は
、
第
百
十
五
条
第
一
項
の
規
定

に
か
か
わ
ら
ず
、
一
台
に
つ
い
て
、
次
の
各
号
に
掲

げ
る
自
家
用
の
乗
用
車
等
の
区
分
に
応
じ
、
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

（
略
） 

３ 

第
一
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
自
家
用
の
乗
用

車
等
（
電
気
自
動
車
、
天
然
ガ
ス
自
動
車
、
メ
タ
ノ

ー
ル
自
動
車
、
混
合
メ
タ
ノ
ー
ル
自
動
車
及
び
ガ
ソ



リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用

自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以

後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
係
る
第
一
項
の
規
定
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲
げ
る
同
項

の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ

れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域 

内
の
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
） 

 第
十
八
条
の
三
の
三 

自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
（
法

附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
に
規
定
す
る
自
動
車
等
持 

出
困
難
区
域
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。 

）
内
の
自
動
車
が
、
同
項
各
号
に
掲
げ
る
自
動
車
で

令
附
則
第
三
十
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
も
の
に
該 

当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、
当
該
自
動
車
は
、 

第
百
十
三
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、

当
該
自
動
車
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を
指

定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
の
自
動
車

で
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

                

（
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
三
の
四 

知
事
は
、
納
付
す
べ
き
自
動
車

税
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を
第
百
十
八

条
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た
と
き
は
、

そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て
知
つ
た
場

合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因
が
、
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が
偽
り
そ
の

他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に
当
該
申
請

に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供
し
た
者
の

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に
よ
り
国
土

交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事
由
と
し
て

国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を

取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
き
は
、
当

該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人
を
賦
課
期

日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
自
動
車
の
所

有
者
と
み
な
し
て
、
自
動
車
税
に
関
す
る
規
定
（
法

第
百
六
十
条
か
ら
第
百
六
十
二
条
ま
で
の
規
定
を
除

リ
ン
を
内
燃
機
関
の
燃
料
と
し
て
用
い
る
電
力
併
用

自
動
車
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
前
条
第
一
項
各
号
に

掲
げ
る
も
の
に
対
す
る
当
該
各
号
に
定
め
る
年
度
以

後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
第
一
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
表
の
上
欄
に
掲 

げ
る
同
項
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、 

そ
れ
ぞ
れ
同
表
の
下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。 

（
略
） 

 

（
東
日
本
大
震
災
に
よ
る
被
災
自
動
車
等
の
代
替
自 

動
車
等
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務 

の
免
除
等
） 

第
十
八
条
の
三
の
三 

令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に

規
定
す
る
者
が
、
附
則
第
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項 

の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に
は
、 

法
附
則
第
五
十
四
条
第
一
項
各
号
に
掲
げ
る
期
間
に

取
得
さ
れ
た
他
の
自
動
車
（
法
第
百
四
十
五
条
第
三

号
に
規
定
す
る
自
動
車
に
限
る
。
）
に
対
す
る
当
該

各
号
に
定
め
る
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係

る
徴
収
金
の
納
税
義
務
を
免
除
す
る
。 

２ 
自
動
車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
を
徴
収
し
た

場
合
に
お
い
て
、
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い

て
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
こ
と
と
な
つ
た
と
き

は
、
令
附
則
第
三
十
二
条
第
四
項
に
規
定
す
る
者
の

申
請
に
基
づ
い
て
、
当
該
徴
収
金
を
還
付
す
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
還
付
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

は
、
規
則
で
定
め
る
様
式
に
よ
る
申
請
書
を
知
事
に

提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

４ 

対
象
区
域
内
自
動
車
等
（
法
第
百
四
十
五
条
第
三

号
に
規
定
す
る
自
動
車
で
あ
る
も
の
に
限
る
。
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
対
象
区
域
内
用
途
廃

止
等
自
動
車
等
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
場
合
に

は
、
当
該
対
象
区
域
内
自
動
車
等
は
、
第
百
十
三
条

第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
対
象
区

域
内
自
動
車
等
に
係
る
自
動
車
等
持
出
困
難
区
域
を

指
定
す
る
旨
の
公
示
が
あ
つ
た
日
以
後
同
項
に
規
定

す
る
自
動
車
で
な
か
つ
た
も
の
と
み
な
す
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
の
特
例
） 

第
十
八
条
の
三
の
四 

知
事
は
、
納
付
す
べ
き
自
動
車

税
の
種
別
割
の
額
に
つ
い
て
不
足
額
が
あ
る
こ
と
を

第
百
十
八
条
の
納
期
限
（
納
期
限
の
延
長
が
あ
つ
た

と
き
は
、
そ
の
延
長
さ
れ
た
納
期
限
）
後
に
お
い
て

知
つ
た
場
合
に
お
い
て
、
当
該
事
実
が
生
じ
た
原
因

が
、
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
の
申
請
を
し
た
者
が

偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
（
当
該
申
請
を
し
た
者
に

当
該
申
請
に
必
要
な
情
報
を
直
接
又
は
間
接
に
提
供

し
た
者
の
偽
り
そ
の
他
不
正
の
手
段
を
含
む
。
）
に

よ
り
国
土
交
通
大
臣
の
認
定
等
を
受
け
た
こ
と
を
事

由
と
し
て
国
土
交
通
大
臣
が
当
該
国
土
交
通
大
臣
の

認
定
等
を
取
り
消
し
た
こ
と
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と

き
は
、
当
該
申
請
を
し
た
者
又
は
そ
の
一
般
承
継
人

を
賦
課
期
日
現
在
に
お
け
る
当
該
不
足
額
に
係
る
自

動
車
の
所
有
者
と
み
な
し
て
、
自
動
車
税
の
種
別
割

に
関
す
る
規
定
（
法
第
百
七
十
七
条
の
十
三
か
ら
第



く
。
）
を
適
用
す
る
。 

 
２ 
前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付

す
べ
き
自
動
車
税
の
額
は
、
同
項
の
不
足
額
に
、
こ

れ
に
百
分
の
三
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計
算
し
た
金

額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。 

百
七
十
七
条
の
十
五
ま
で
の
規
定
を
除
く
。
）
を
適

用
す
る
。 

２ 

前
項
の
規
定
の
適
用
が
あ
る
場
合
に
お
け
る
納
付

す
べ
き
自
動
車
税
の
種
別
割
の
額
は
、
同
項
の
不
足

額
に
、
こ
れ
に
百
分
の
三
十
五
の
割
合
を
乗
じ
て
計

算
し
た
金
額
を
加
算
し
た
金
額
と
す
る
。 

 
 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
二
条 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
条
例
第
三
十
八
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 

後 

改 

正 

前 

 
 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る 

自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
徴
収
の 

特
例
に
関
す
る
条
例 

 

（
こ
の
条
例
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地

方
税
法
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の

徴
収
に
つ
い
て
広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広 

島
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
県
税
条
例
」
と
い
う
。 

）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

  

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
税 

の
徴
収
の
方
法
） 

第
三
条 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍

人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
（
軽
自
動
車 

税
の
課
税
客
体
で
あ
る
自
動
車
を
除
く
。
以
下
同
じ
。 

）
に
対
す
る
自
動
車
税
は
、
県
税
条
例
第
百
十
九
条

の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
の
条
例
で
定
め
る
と
こ 

ろ
に
よ
り
、
証
紙
徴
収
の
方
法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。 

  

（
自
動
車
税
の
証
紙
徴
収
の
手
続
） 

第
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
納
税
義
務
者
は
、
毎
年
四
月
中
（
賦
課
期
日
後

に
自
動
車
税
の
納
税
義
務
が
発
生
し
た
者
に
あ
つ
て

は
当
該
自
動
車
税
の
納
税
義
務
の
発
生
し
た
月
の
翌

月
中
）
に
お
い
て
、
県
の
発
行
す
る
別
記
様
式
第
一

号
に
よ
る
証
紙
を
知
事
か
ら
購
入
し
て
、
当
該
自
動

車
税
を
払
い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る 

自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割 

の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例 

 

（
こ
の
条
例
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
と
ア
メ
リ
カ
合
衆
国

と
の
間
の
相
互
協
力
及
び
安
全
保
障
条
約
第
六
条
に

基
づ
く
施
設
及
び
区
域
並
び
に
日
本
国
に
お
け
る
合

衆
国
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地

方
税
法
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
七

年
法
律
第
百
十
九
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。

）
第
四
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
自
動
車
税
の

種
別
割
の
徴
収
に
つ
い
て
広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二

十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
。
以
下
「
県
税
条
例

」
と
い
う
。
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を
目
的
と
す

る
。 

 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
税 

の
種
別
割
の
徴
収
の
方
法
） 

第
三
条 

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
、
契
約
者
又
は
軍

人
用
販
売
機
関
等
の
所
有
す
る
自
動
車
（
軽
自
動
車

税
の
種
別
割
の
課
税
客
体
で
あ
る
自
動
車
を
除
く
。

以
下
同
じ
。
）
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
は
、

県
税
条
例
第
百
十
九
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

の
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
証
紙
徴
収
の
方

法
に
よ
つ
て
徴
収
す
る
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
証
紙
徴
収
の
手
続
） 

第
四
条 

前
条
に
規
定
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車

税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
者
は
、
毎
年
四
月
中
（
賦

課
期
日
後
に
自
動
車
税
の
種
別
割
の
納
税
義
務
が
発

生
し
た
者
に
あ
つ
て
は
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
の

納
税
義
務
の
発
生
し
た
月
の
翌
月
中
）
に
お
い
て
、

県
の
発
行
す
る
別
記
様
式
第
一
号
に
よ
る
証
紙
を
知

事
か
ら
購
入
し
て
、
当
該
自
動
車
税
の
種
別
割
を
払

い
込
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 



２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
税
の
納
税
義
務

は
、
購
入
し
た
証
紙
に
別
記
様
式
第
二
号
に
よ
る
検

印
を
受
け
た
と
き
に
完
了
す
る
も
の
と
す
る
。 

  

（
自
動
車
税
の
税
率
） 

第
五
条 

自
動
車
税
の
税
率
は
、
県
税
条
例
第
百
十
五

条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
自

動
車
に
対
し
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各

号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

２ 

前
項
の
場
合
に
お
い
て
、
自
動
車
税
の
種
別
割
の

納
税
義
務
は
、
購
入
し
た
証
紙
に
別
記
様
式
第
二
号

に
よ
る
検
印
を
受
け
た
と
き
に
完
了
す
る
も
の
と
す

る
。 

 

（
自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
） 

第
五
条 

自
動
車
税
の
種
別
割
の
税
率
は
、
県
税
条
例

第
百
十
五
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
次
の
各
号
に

掲
げ
る
自
動
車
に
対
し
、
一
台
に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ

れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。 

一
・
二 

（
略
） 

 
 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 



改 正 後 改 正 前 

  
別記様式第１号 

自 動 車 税 証 紙 

 
（略） 

 

 

   

（略） 

自 動 車 税 証 紙 

（略） 
（略） 

（略） 

 

 
 

 
 

別記様式第１号 
自 動 車 税 種 別 割 証 紙 

 
（略） 

 

 

   

（略） 

自 動 車 税 種 別 割 証 紙 

（略） 
（略） 

（略） 

 

 
 

 
 



 
（
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
） 

第
三
条 
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に

関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
四
十
二
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

次
の
表
の
改
正
前
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
を
同
表
の
改
正
後
の
欄
に
掲
げ
る
規
定
に
傍
線
で
示
す
よ
う

に
改
正
す
る
。 

改 

正 
後 

改 

正 

前 

 
 

国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有 

す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特 

例
に
関
す
る
条
例 

 

（
こ
の
条
例
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合

の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方

税
法
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
八
十
八
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、
自
動
車
税
の
賦

課
徴
収
に
つ
い
て
広
島
県
税
条
例
（
昭
和
二
十
九
年

広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
の
特
例
を
設
け
る
こ
と
を

目
的
と
す
る
。 

 

（
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動 

車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
特
例
） 

第
二
条 

国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
（
特
例
法
第

二
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
）
の
所
有
す
る
自
動

車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
は
、

合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対

す
る
自
動
車
税
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
二
十
七
年
広
島
県
条
例
第
三
十
八
号
。
以
下
「
特

例
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
か
ら
第
六
条
ま
で
の

規
定
を
準
用
す
る
。 

国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有 

す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種 

別
割
の
特
例
に
関
す
る
条
例 

 

（
こ
の
条
例
の
目
的
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
日
本
国
に
お
け
る
国
際
連
合

の
軍
隊
の
地
位
に
関
す
る
協
定
の
実
施
に
伴
う
地
方

税
法
の
臨
時
特
例
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
九
年

法
律
第
百
八
十
八
号
。
以
下
「
特
例
法
」
と
い
う
。

）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
基
き
、
自
動
車
税
の
種

別
割
の
賦
課
徴
収
に
つ
い
て
広
島
県
税
条
例
（
昭
和

二
十
九
年
広
島
県
条
例
第
十
六
号
）
の
特
例
を
設
け

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

 

（
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動 

車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
） 

第
二
条 

国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
（
特
例
法
第

二
条
に
規
定
す
る
者
を
い
う
。
）
の
所
有
す
る
自
動

車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
賦
課
徴
収
に
つ

い
て
は
、
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自

動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例

に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
広
島
県
条
例
第
三

十
八
号
。
以
下
「
特
例
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条

か
ら
第
六
条
ま
で
の
規
定
を
準
用
す
る
。 

 
 

附 

則 

（
施
行
期
日
） 

第
一
条 

こ
の
条
例
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 

（
個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
二
条 

第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
広
島
県
税
条
例
（
以
下
「
新
条
例
」
と
い
う
。
）
の
規
定
中 

個
人
の
県
民
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
適
用
し
、

令
和
七
年
度
分
ま
で
の
個
人
の
県
民
税
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
三
条 

別
段
の
定
め
が
あ
る
も
の
を
除
き
、
新
条
例
の
規
定
中
不
動
産
取
得
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令

和
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
以
後
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
べ
き
不
動

産
取
得
税
に
つ
い
て
適
用
し
、
施
行
日
前
の
不
動
産
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
不
動
産
取
得
税
に
つ
い

て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 



２ 

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
代
替
家
屋
の
取
得
が
施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月

三
十
一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
家
屋

（
福
島
県
の
区
域
内
に
所
在
し
、
又
は
所
在
し
て
い
た
も
の
に
限
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
家
屋
（
」

と
す
る
。 

３ 

新
条
例
附
則
第
十
三
条
の
三
第
二
項
に
規
定
す
る
土
地
の
取
得
が
施
行
日
か
ら
令
和
九
年
三
月
三
十

一
日
ま
で
の
間
に
行
わ
れ
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
土
地
（
福

島
県
の
区
域
内
に
あ
る
も
の
に
限
る
。
」
と
あ
る
の
は
、
「
土
地
（
」
と
す
る
。 

 

（
軽
油
引
取
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
四
条 

施
行
日
前
に
広
島
県
税
条
例
第
百
四
条
第
一
項
若
し
く
は
第
二
項
に
規
定
す
る
軽
油
の
引
取
り
、 

同
条
第
三
項
の
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、
同
条
第
四
項
の
軽
油
若
し
く
は
燃
料
炭
化
水
素
油
の
販
売
、 

同
条
第
五
項
の
炭
化
水
素
油
の
消
費
若
し
く
は
同
条
例
第
百
五
条
第
一
項
各
号
の
軽
油
の
消
費
、
譲
渡

若
し
く
は
輸
入
が
行
わ
れ
た
場
合
又
は
施
行
日
前
に
軽
油
引
取
税
の
特
別
徴
収
義
務
者
が
同
条
例
第
百

四
条
第
六
項
の
規
定
に
該
当
す
る
に
至
っ
た
場
合
に
お
い
て
課
す
る
軽
油
引
取
税
の
税
率
に
つ
い
て
は
、

な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

（
自
動
車
税
に
関
す
る
経
過
措
置
） 

第
五
条 

新
条
例
の
規
定
中
自
動
車
税
に
関
す
る
部
分
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に

つ
い
て
適
用
す
る
。 

２ 

施
行
日
前
の
自
動
車
の
取
得
に
対
し
て
課
す
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前

の
例
に
よ
る
。 

３ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
広
島

県
税
条
例
（
以
下
「
旧
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
十
八
条
の
二
の
三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義

務
を
免
除
さ
れ
る
自
動
車
税
の
環
境
性
能
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

４ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

５ 

前
項
の
規
定
に
よ
り
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
た
旧
条
例
附
則
第
十
八
条
の
三
の
三
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
納
税
義
務
を
免
除
さ
れ
る
令
和
元
年
度
か
ら
令
和
三
年
度
ま
で
の
各
年
度
分
の
自
動

車
税
の
種
別
割
に
係
る
徴
収
金
に
係
る
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
還
付
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の

例
に
よ
る
。 

（
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
徴
収
の
特
例
に
関

す
る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 

第
六
条 

第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
合
衆
国
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自

動
車
税
の
徴
収
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い

て
適
用
す
る
。 

２ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 

（
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す
る
自
動
車
税
の
種
別
割
の
特
例
に
関
す

る
条
例
の
一
部
改
正
に
伴
う
経
過
措
置
） 



第
七
条 

第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
際
連
合
の
軍
隊
の
構
成
員
等
の
所
有
す
る
自
動
車
に
対
す

る
自
動
車
税
の
特
例
に
関
す
る
条
例
の
規
定
は
、
令
和
八
年
度
以
後
の
年
度
分
の
自
動
車
税
に
つ
い
て

適
用
す
る
。 

２ 

令
和
七
年
度
以
前
の
年
度
分
の
自
動
車
税
の
種
別
割
に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。 

 


